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○午前１０時００分開会 

○新妻委員長 

 ただいまより建設委員会を開会いたします。 

 本日は、お手元の審査・調査予定表のとおり、報告事項およびその他と進めてまいります。 

 本日も効率的な委員会運営にご協力をよろしくお願いいたします。 

                                              

１ 報告事項 

 ⑴ 品川区自転車活用推進計画策定に向けた検討状況について 

○新妻委員長 

 それでは、予定表１、報告事項を聴取いたします。 

 初めに、⑴品川区自転車活用推進計画策定に向けた検討状況についてを議題に供します。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○鈴木都市計画課長 

 それでは私からは、品川区自転車活用推進計画策定に向けた検討状況についてご報告いたします。 

 初めに、お手元のＡ４縦、頭紙資料をご覧ください。順番が違って申し訳ございませんが、資料の中

段、「４.これまでの検討状況」をご覧ください。計画策定に当たっては、昨年から２か年をかけ、外

部有識者を含めた策定協議会にてご議論いただきながら検討を進めてまいりました。本日は、令和６

年２月２日に実施しました第５回計画策定協議会の内容についてご報告いたします。 

 初めに、お手元のＡ３横資料１をご覧ください。資料１ページ上段左をご覧いただき、前回、当委員

会でもご説明しました計画（素案）について、令和５年１２月１日から１か月間、パブリックコメント

を実施し、２０名（４０件）のご意見をいただきました。ご意見を受けて計画を修正した内容につきま

しては後ほどご説明させていただきますので、それ以外の内容につきまして、時間の関係上、一部割愛

しながら説明させていただきます。 

 まず、１ページ目、２－１をご覧いただき、「子育て世代、老年層への自転車ルールの啓蒙を徹底し

てほしい。特に車道での逆走が危険」とのご意見をいただき、区の考え方としまして、５章「実施すべ

き施策」に示すとおり、「ルール・マナーの周知・徹底を図り、安全・安心な自転車利用環境の創出」

を目指し、世代に応じた交通安全教育・啓発活動の推進に取り組んでまいります。 

 続きまして、３－２「自転車での歩道通行は危険なため、車道を走行すべきだが、自転車レーンが少

なく、また車道の駐停車車両が多く危険。自転車走行環境の整備を進めてほしい」とのご意見をいただ

いております。区の考え方ですが、５章「実施すべき施策」において、「品川区自転車ネットワーク計

画」に基づく、安全で快適な自転車通行空間の整備の推進、路上駐車の削減に向けた、路上駐車が多い

箇所への注意喚起看板の設置等を施策として掲げており、安全な自転車利用に向けて一体的な施策の実

施に努めてまいります。 

 続いて、２ページ目をご覧ください。５－１のご意見、「駅周辺や商店街周辺への駐輪場整備をして

ほしい。それと併せて駐輪スペースについての広報も必要だと思う」に対しましては、「実施すべき施

策」において、「地域需要に応じた駐輪場の整備促進・利用方法の検討」および「買物等短時間駐輪ス

ペースの確保」を施策として掲げ、駐輪スペースの広報については、商店街と連携した駐輪スペース確

保の検討の中で併せて検討してまいります。 

 続きまして、６－１のご意見、「大型自転車の駐輪場確保について、早急に進めてほしい。電動自転
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車は重く２段式のラックに載せられず、さらにチャイルドシート付だと隣の自転車とぶつかりとめられ

ない。とめなければいけないのであれば、ラックに載せるのを手伝ってくれる力のある管理人を駐輪場

に常駐させてほしい」に対しましては、利用実態を踏まえた駐輪空間の再配分としまして、電動アシス

ト自転車、チャイルドシート付電動アシスト自転車等の大型自転車の需要拡大を踏まえ、駐輪場の利用

状況に応じた、駐輪ラックの設置間隔の見直し、駐輪ラック撤去による平置きスペースの拡充など駐輪

ニーズに応じた駐輪場整備を推進してまいります。 

 続きまして、次の３ページ、１１－３をご覧いただけますでしょうか。「大森方面の桜新道では車道

ではなく歩道に自転車レーンがあるが、車道が原則なのではないかと混乱する。レーンをつくるにして

も車道か歩道か統一してほしい」とのご意見をいただいてございます。こちらに対する区の考えでござ

いますが、１０章「整備形態の検討」に示すとおり、自転車の通行は車道が原則であり、今後は原則車

道への整備を予定しておりますが、既に整備された道路の中には、歩道内に自転車の通行位置を示す標

示を行った事例があります。歩道内に標示を行った道路については、前後道路の路面標示等により、交

通の混乱を招かないよう検討を行い、安全で走りやすい自転車通行空間の整備を進めてまいります。 

 続きまして、１２－１のご意見でございますが、「道路に駐停車している自動車が多く、避けるため

に道路中央まで出ることがあり大変危険。自動車を避けるために、縁石の低い部分に斜めにアスファル

トを敷き、自転車が容易に歩道に登れるようにし、駐停車している自動車の前に出られるようにしてほ

しい」に対しましては、５章「実施すべき施策」において、自転車が安全に通行できるよう、路上駐車

の削減に向け、警察と連携しながら、路上駐車が多い箇所への注意喚起看板の設置等の実施を掲げ、安

全で走りやすい自転車通行空間の整備を進めてまいります。なお、自転車は車道通行が原則となってお

り、歩道は例外となり、また、自転車が歩道に容易に登れるような整備については、歩行者との接触の

おそれがあり危険なため、整備の考えはございません。 

 続いて、１４－４のご意見でございますが、「電動キックボードなどは、自転車とは全く異なる運転

操作が必要であり、免許制とすべき」に対しましては、電動キックボードの免許制度はありません

が、５章「実施すべき施策」において、新たな法改正等の広報啓発として、電動キックボードなどの安

全利用について、試乗会等を通じ広報啓発の実施を掲げ、電動キックボードの安全利用の促進に取り組

んでまいります。 

 続きまして、次のページをご覧ください。１６－３のご意見でございます。「大井坂下公園が整備さ

れた際に、公園を訪れる人が増えた一方で、十分な駐輪スペースがないため、公園入口付近に放置自転

車が増えてしまっている。設計の段階から自転車対策は入れるべきである」に対しましては、大井坂下

公園のリニューアルオープンの際には公園外に自転車が駐輪されている状況がありましたが、注意を促

す看板の設置や見回り巡回などにより、現状では公園外に放置されているような状況はほとんど発生し

ていないと把握しております。引き続き公園利用者の駐輪状況を確認し、適切な公園運営に取り組んで

まいります。 

 続きまして、１９－１のご意見、「品川区は東西での高低差が大きく、移動に急な坂道を伴う。その

ため、このような地域特性によって自転車の活用方法が変わるのではないかと思う。高台になる西部で

は、ポート数がとても少なく、またポート間距離が長く時間を要するので、シェアサイクルの利用は進

まないのではないかと考える。傾斜部では、思いがけず速度が出てしまい事故につながる場合も想定さ

れるため、注意喚起は必要かと思う」に対しましては、５章「実施すべき施策」において、シェアサイ

クルの普及促進を方針として掲げており、鉄道駅周辺やポートの密度が低いエリア（区西側の住宅地等）
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を中心に、シェアサイクルポートの整備促進に取り組んでまいります。また同章において、自転車利用

者への注意喚起に取り組むこととしており、スピード等も含めた注意喚起看板の設置による自転車の安

全利用の促進等を進めてまいります。 

 続いて、最後のページ、１９－５のご意見、「自転車利用時のヘルメット着用の努力義務化に伴い、

事故防止の観点からヘルメット着用の啓蒙活動についても盛り込んでほしい」に対しましては、本計画

では、５章「実施すべき施策」において、新たな法改正等の広報啓発を施策として掲げており、ヘル

メット着用に関しては、チラシ、ポスター、ＳＮＳ等での広報啓発や配布等での推進、小学校への配布

等を行い、啓発に取り組んでまいります。 

 いただいたパブリックコメントの主な意見と区の考えは以上でございます。 

 続きまして、お手元のＡ３横、資料２をご覧いただけますでしょうか。パブリックコメントや検討協

議会委員、庁内関係部署などからご意見をいただき、計画（素案）から修正した部分についてご説明し

ます。資料２の修正内容をご説明いたしますので、お手元の資料３の計画の本編（案）をご覧いただき、

確認いただければと思います。こちらも時間の関係上一部割愛し説明させていただきます。 

 それでは、計画（案）、資料３の１０ページをご覧ください。パブリックコメントにおいて、電動バ

イクの安全対策を盛り込んでほしいとのご意見がありましたので、上から７行目以降、特定小型原動機

付自転車に含まれる電動バイクについて、記述を追加してございます。 

 続きまして、５２ページ目をご覧いただけますでしょうか。５２ページ目には、(3)新たな法改正等

の広報啓発のうち、⑤においてペダル付き原動機付自転車を追記してございます。 

 続きまして、５４ページ目でございます。パブリックコメントにおいて、集合住宅でも、自転車が道

路にはみ出ているケースがあるため、集合住宅における駐輪場整備の取組が必要とのご意見がございま

したので、(1)地域需要に応じた駐輪場の整備促進・利用方法の検討のうち、④に一定規模以上の共同

住宅の駐輪場整備について規定した、区の中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱の内容を追

記してございます。 

 続きまして、５９ページ目でございますが、(1)自転車による周遊環境の充実のうち、①において、

自転車と舟運の連携についても今後必要であるとの観点から、記載を追記してございます。 

 続きまして、６２ページ目をご覧いただきまして、パブリックコメントにおいて、シェアサイクル

ポートにある自転車の台数が、日中時間帯には駅周辺に多く、住宅地には少ないといった偏りや、電池

切れによって使えないといったことがあるため、そういった対策を記載すべきとのご意見がございまし

たので、施策の④シェアサイクル自転車の配置の平準化や電池切れへの対策等、利便性向上に向けて、

引き続きシェアサイクル事業者と連携して取り組みますという記載を追記してございます。 

 続きまして、６７ページ目をご覧ください。パブリックコメントでも自転車通行空間整備に関するご

意見が多くあり、庁内で検討した結果、重点施策を「区民交通傷害保険の実施」から、６７ページの

「自転車通行空間の整備」に変更してございます。 

 続きまして、１０１ページ目をご覧ください。自転車ネットワーク路線の延長を記載したほうがよい

とのご意見がございましたので、表９－２のとおり、優先度ごとの延長およびネットワーク路線全体の

延長を追記してございます。 

 最後に、１０５ページをご覧いただけますでしょうか。昨日の当委員会にて、区道路の構造の技術的

基準に関する条例の一部改正について道路課長よりご説明いたしましたが、その内容がお手元の資料で

はまだ反映されてございません。最終的な計画では、自転車通行帯の幅１ｍ以上、やむを得ない場合
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は０.７５ｍ以上の記載に修正し、取りまとめを行う予定でございます。 

 以上が素案からの主な変更点・修正点でございます。 

 最後になりますが、今後の予定でございます。今回の第５回策定協議会は最後の実施であり、協議会

として計画（案）についてご了承いただいているところでございます。今後は、本年３月末頃、策定・

公表を行っていく予定でございます。 

○新妻委員長 

 説明が終わりました。 

 本件に関しまして、ご質疑等がございましたら、ご発言をお願いいたします。 

○のだて委員 

 今回、自転車活用推進計画の策定で、最終的な案が出されたというところで、今ご説明もいただいた

中で、パブリックコメントでも、自転車通行空間の整備ですとか、そこに路上駐車があって走れないと

いうことですとか、大きな自転車への対応、商店街での駐輪場の整備ですとか、様々な声が出まして、

実際にそれがこの計画に盛り込まれているというようなことになっているかなと思います。 

 しっかり対応していっていただいて、自転車利用が促進されるようにしていただきたいと思うのです

が、特に言いたいのが、パブリックコメントの１１－１なのですけれども、道路の整備が大前提だとい

うものなのですが、アスファルトの境目に車輪がはまって転倒しそうなったということで、実際に私も、

むしろ転倒して、けがを負ったことがあります。なので、やはりそうしたことは本当にしっかりやって

いただかないと、結局利用を促進していっても、そうした事故につながってしまうということになりま

すので、私がけがしたときは、多分あれは国道だったと思うので、区道ではないのですが、ぜひそうし

た整備はしっかりやっていっていただきたいと思います。 

 あとは、１１－３のところで、歩道に自転車が通行するところがあるということで混乱するというお

話が載っていますが、私も最近そこを通りまして、一応整備されているので歩道のところを通ったので

すけれども、多分あの整備は自転車歩行者道ということになっているのかなと思うのですが、そうした

ときに、別に車道を通行することは可能だということで考えていいのかというところです。今までそこ

に来るまでの人は車道を走っていたのが、車道をそのまま走っていくということは可能だと思うので、

そうしたことも含めて周知をしていっていただくというのが必要なのかなと。混乱しないようにという

ことですけれども、していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○工藤交通安全担当課長 

 今、委員から、自転車道と車道を混乱しないようにというお話がございました。これにつきましては、

警察の指導としましては、自転車道が歩道上にある場合はそちらのほうを走っていただくと。要は車と

自転車を分けて安全を確保しましょうということの趣旨でございます。なので、車道には車、自転車道

のほうには自転車に走っていただくということで指導がなされていると理解をしております。 

○のだて委員 

 では、歩道にそういう整備があるときは、そこを通ったほうがいいということなのですね。分かりま

した。道路交通法上は違反にはならないと考えていいのですか。車道を通った場合のこと。 

○工藤交通安全担当課長 

 法律上も、自転車道が整備されているところについては、歩道を自転車で通っても違反にはならない

ということでございます。 

○新妻委員長 
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 車道。 

○工藤交通安全担当課長 

 失礼しました。自転車道が歩道上に整備されている中で、自転車が車道を通った場合に、法律上の解

釈は私も今認識がないのですけれども、安全の観点から言いますと、自転車は自転車道のほうを通って

いただければという認識でよろしいと思います。 

○のだて委員 

 では、整備されているところを通っていただきたいということですね。分かりました。 

 そうしたら、ほかのところで、１３－１の意見のところでシェアサイクルのことが書かれているので

すけれども、平準化と電池切れに対応していくということで、実際に今の状況がどうなっているのかと

いうのをお聞きしたいのですが、区役所にもポートがあって、自転車を持ってこられる業者の方がいる

ので、今もやられているのではないかと思うのですが、その頻度というか、現状を伺いたいのと、充電

というのはどのように行われているのか。電池切れが発生してしまう状況というのですか、そこを伺い

たいと思います。 

 それと、パブリックコメントでも大森駅前住宅のところの駐輪場の意見が幾つかあると思うのですが、

この間、住民の皆さんからもこの駐輪場は撤去してほしいということで声が出されておりますけれども、

現状、住民の皆さんとお話ししたときには、この駐輪場は一時的なのだということで聞いているのです

が、臨時的な対応を今しているということでいいのかどうかの確認と、今後それを、この回答では現状

はなかなか難しいということですが、移転についての検討はどのようにされているのか、伺いたいと思

います。 

○櫻木土木管理課長 

 私からシェアサイクルに関してお答えいたします。シェアサイクルにつきましては、事業者がおおむ

ね１日１回、頻度の多いところだと２回程度、ぐるぐると区内を巡回して、必要に応じて台数の調整と、

充電器の交換という形で行っているところでございます。 

○工藤交通安全担当課長 

 大森駅前の住宅前駐輪場の関係でございます。こちらについては、放置駐輪が増加したということで

設置をしたところでございます。住民の方々には、住宅前の駐輪場の状況を見ながら、撤去、もしくは

そういった状況を勘案しながら撤去する・しないというのを判断していくということでご説明させてい

ただいているところなのですけれども、現状を申しますと、利用率が８０％を超えているような状況で

ございます。また、定点的に見ますと１００％を超えているような時間帯もございますので、現状で言

うなれば、撤去についてはなかなか難しいといった状況でございます。 

○のだて委員 

 大森駅前住宅については、どういう検討をされているのかというのを聞いたので、もう少しお話しで

きるところがあれば、伺いたいと思います。住民の皆さんからはやはり撤去してほしいという要望が、

この間ずっと、１０年やっているということでお話を聞いていますので、ぜひそれが反映されるように

区としても力を尽くしていただきたいと思いますけれども、改めて伺いたいと思います。 

 シェアサイクルのほうは、そうすると今、充電器の交換も大体１日１回ぐらいはされているというこ

とで、電池切れが起こってしまうという状況の、区としての認識というか、分析を伺えたらと思います。 

○工藤交通安全担当課長 

 大森住宅前の駐輪場の関係にお答えします。こちらの現在の検討状況でございますけれども、住民の
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皆様からは、大森の地下機械式駐輪場の利用率もなかなか上がっていないのではないかというような、

そこの利用率向上についても取り組んでくださいというようなご意見をいただいているところでござい

ます。 

 区といたしましては、現在、地下機械式の駐輪場の利用率としましては半分を切っているような状況

でございますので、ラック等の間引きをして大型車両が入れるような形にできないかというところを検

討しているところでございます。それができれば、定期利用者の自転車を飲み込めるといったところも

期待できますので、そういったところで検討している状況でございます。 

○櫻木土木管理課長 

 電池切れの件でございますが、現在、区内のシェアサイクルの利用率は１日大体４回転程度というこ

とになっておりまして、同じ自転車が４回使われるというような状況になっていますので、なかなかそ

こで長時間使われた方の後という形になると、発生してしまう可能性があるということでございます。 

 ただ、同じポート内に複数台ありますので、電池が切れればほかの自転車を使っていただくというこ

とで、全て電池切れという状況はあまりないのかなと思っております。 

○のだて委員 

 シェアサイクルのところは、こういった声も出ていますので、今後対応されるということですので、

利用しやすいようにぜひお願いしたいと思います。 

 大森駅前住宅のほうは、今、水神公園の地下駐車場に大型も入れられるようにということで考えてい

らっしゃるということで、そうしたこともぜひ進めていただいて、駅前住宅の駐輪場をぜひ撤去できる

ようにしていっていただきたいと思います。 

 全体として、自転車活用推進計画、さらに自転車の利用が促進されるように、引き続き力を尽くして

いただければと思います。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

○西本委員 

 幾つか確認したいと思います。パブリックコメントを見ると、本当にまさしくそうだなという内容が

多いなと。ありがたいなと思います。ここから、ご説明いただいたのですけれども、確認も含めて質問

したいと思います。 

 ２－１の子育て世代ということで、前から私、指摘しているのですが、チャイルドシート付きですか、

乗せっぱなしでその場からいなくなってしまうという。この間もそういう現場があって、やはりそこを

通る方々は一様に、危ないよねと。どうして乗りっぱなしにさせるのだろうかということをおっしゃっ

ていたのです。それについて、この推進計画の中に具体的に入れているのか。どこまで駄目と言えるの

か分かりませんが、そこもきちんと入れてほしいなと思います。それが１つ目。 

 それから、５－１として、商店街周辺、駅等への駐輪場整備。これは順次やっておられると思うので

す。広報も必要だと。確かにそうだと思うのです。場所が分からないという、こういうところが利用で

きますよというのは、区がやるべきものなのだろうかと思うのです。やはり商店街の方々も、それは個

店舗もそうなのですけれども、そこは意識してほしいなと思うのです。 

 なので、区がやりますというのもありがたいことではありますが、やはり店舗の意識は啓発してほし

いなと。だって、そこに買物に来るわけです。品川区の現状だと、自転車がないとなかなか大変なので

すよね。お子さんがいる方なんていうのはそれこそ大変な状況なわけであって、やはりそこは認識を高
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めていくため、商店街の店舗への啓発、これはどこかに明記されているのでしょうかということが２点

目。 

 ３点目は、１１－３、大森方面の桜新道ですけれども、今も議論がありましたが、あそこは現状、分

離されているので安全ですよね。それで分かりやすいです。広いからできるのだろうなという思いはあ

るのですけれども、そこを、車道が原則でありという整備をしていくということなのですが、整備する

必要はあるのかなと。分かりやすくするだけでいいのではないのと。あれをわざわざ車道に持っていく

必要があるのと。 

 あれ、安全ですよ。私、毎日あそこの道を利用していますけれども、非常に安全です。道も緑の線が

あって分かりやすいし、ご近所の方々はそこのルールを守っていると思います。もちろん全員ではない

と思いますけれども。 

 だから、わざわざ安全に整備したものに対して、告知すればいい話であって、わざと車道に持ってい

く必要は全くないと私は思いますので、そこはどう考えますかということがあります。 

 それから、１４－４、電動キックボード。電動キックボードはヘルメットを着用しなくてよかったの

でしたか。ヘルメットをしなくていいのですよね。自転車はヘルメットをかぶれと言っていて、電動は

いいよというのもおかしな話だなといつも私は思うのです。あれこそ危険だと思うのです。事故もやは

り出てきていますよね。なので、ここはやはり法整備が出てくるのではないかなと私は思います。事故

が多くなったりすると。今回はそういう法整備されているものがないので書きようがないと思うのです

けれども、ただ、やはりそれは、出てきた段階なのか、注意喚起は必要かなと思います。 

 それで、今はヘルメットをかぶってくださいと言えないのかな、ちょっと危ないなという思いがある

のですけれども、入れるというのは、今はそういう時期ではないかどうかを確認させてください。それ

から、法整備があると思うのです。そういう場合、どういうふうに入れ込んでいくかということも聞き

たいと思います。 

 それから、１６－３で、大井坂下公園、今は十分に台数をとってありますからいいですよということ

なのですけれども、大井坂下公園の設計としては、通常利用されることを見通しての駐輪場の設計に

なっていたのだろうか。だから、今、注意喚起をすることによって十分に事は済んでいるという理解な

のか。公園を整備するときには、やはり駐輪場というのは必要になってくるので、そこの意味合い的な

ところというのは、そういうことでいいのかなと思うのですが、いかがでしょうか。 

 それから、１８－１の大森駅前住宅前の駐輪場なのですけれども、先ほど地下の駐輪場の使用方法に

ついていろいろ工夫したいとお聞きしました。それはそれでやっていただきたいと思うのですが、やは

りあそこ、すぐに撤去できる状況ではないと私は思います。大分撤去しているのですよね。半分、３分

の１ぐらいかな、撤去しているのですけれども、まだまだ必要だと思います。 

 前から、あそこは区道なのですよね、区道なので、区としては管理状況というか利用状況を見て判断

すべきであって、約束も何もないと思いますよ。利用状況によって考えますということは言っていたと

思いますけれども、その現状を踏まえて、しっかり維持していくためのご理解をぜひしていただきたい

なと思いますので、私はすぐというのは難しいのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。 

○鈴木都市計画課長 

 幾つかご質問いただきましたが、まず子育て世代、チャイルドシートにお子様を乗せた状態で自転車

をとめるというところの危険性のお話ですが、計画の中では、本計画の特徴的なところとして、ルー

ル・マナーの周知・徹底というところは端々に強く記載してございます。ただ、委員ご指摘の、乗せた
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ままの駐輪は危ないですよという記載が具体的にあるかというと、そこまでの具体的な記載はしてござ

いませんが、基本的に施策の中でそうしたルール・マナーの周知・徹底を図っていくと。さらに、具体

的な取組の中で、今ご指摘いただいたところも含めて、分かりやすく、広く、区民、利用者の方に周

知・徹底を行っていきたいと考えてございます。 

 それから、商店街のところは、こちらも、これまで商店街というのは、やはり商店街の方々にしっか

り取り組んでいただきたいという一つのスタンスがベースとしてございますが、本計画の中では、区と

しても地域と連携してしっかり取り組んでいきたいというところで、駐輪スペースの確保・広報も含め

て、計画の中では整備促進・利用方法の検討というところで、あと、例えば買物等短時間駐輪スペース

の確保は施策としても掲げてございますので、商店街と一緒になって、当然商店街の方にも主体的に

なって取り組んでいただけるような連携を図りながら、進めていきたいというところでございます。 

 それから、桜新道の歩道のところは、これは区の考え方のところにも記載させていただいております

が、今後、自転車走行レーンの整備を進めていくわけですが、その際は原則として車道への整備という

ところをまず書かせていただいて、桜新道の具体的なところにつきましては、ここでも書かせていただ

いておりますが、前後道路の路面標示等により、混乱を招かないようにというところで整理をしてござ

いますので、今、桜新道について、原則に沿って歩道の部分を車道に整備するというところではなくて、

混乱が生じないように、しっかり標示等で対応を図っていきたいというところで書かせていただいたと

ころでございます。 

 それから、電動キックボード、ご指摘のとおり、ヘルメットの着用は義務化されていないわけでござ

いますが、今回の策定委員会の委員の方々からも学識からも声としていただいたのは、ここ数年、自転

車を取り巻く法の環境というのが、新たな移動手段も含めて、目まぐるしく整備されてきているという

ところもあって、計画自体が向こう１０年の計画として位置づけておりますが、その法の動きですとか、

あるいは新たな移動手段の浸透具合というのも、もう１０年を待たずに、数年あるいは数か月単位で目

まぐるしく変わっていくというのは委員からもご指摘を受けておりますので、今回はしっかり、現状が

どうなのだというのを計画の中では区民の方にも認識していただけるように書いておりますが、加速度

的に変わっていくであろう、法も含めた部分については、この計画の中でもそうしたところはしっかり

区民に周知・徹底を図っていくと。安全利用も含めてというのはしっかり記載させていただいておりま

すので、その都度、しっかり区民の方に分かりやすく周知を行っていきたいというところでございます。 

○髙梨公園課長 

 私からは、大井坂下公園の駐輪場に関するご質問にお答えいたします。一般的に公園改修の際に、公

園の中に公園利用者のための駐輪場を設けるか否かというところにつきましては、その公園の立地で

あったり規模等を総合的に勘案して決めてございます。 

 具体的に申しますと、大井坂下公園は大森駅の駅前に位置しておりますので、あそこの場所に駐輪場

を設置すると、駅を利用している通勤・通学をされている方の駐輪等に、周辺に有料駐輪場がありなが

ら無料の公園の駐輪場のほうに放置されるといったようなことが危惧されることから、公園内には駐輪

場を設置せず、公園利用者の方には、公園の余裕のある部分に駐輪していただいて、公園を利用してい

ただきたいなという設計思想で計画をしたところでございます。 

 今回パブリックコメントに記載されている状況につきましては、大井坂下公園がインクルーシブ公園

としてリニューアルされたことで非常に多くの注目を浴びて、大分遠いところから自転車を用いて来園

されるお客様が想定よりも非常に多かったため、周辺の園路に自転車があふれ、一部、歩行者の通行に
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支障を来したということでお声をいただいたところでございます。 

 対応につきましては、このパブリックコメントの回答のところにも書いてございますが、しばらくの

間、しっかりと周囲の看板であったり、人的対応で注意を促すことで、現在については落ち着いている

状況でございます。 

○工藤交通安全担当課長 

 大森駅前住宅の駐輪場の関係でお答えいたしたいと思います。まず、住宅前の駐輪場でございますが、

これは当初、北側と、今ある南側の２か所設置してございます。状況を見まして、北側のほうについて

は利用率が３０％を切ったということもございまして、地下機械式駐輪場を設置した段階で北側のほう

は撤去させていただいております。 

 先ほども申しましたけれども、現状、まだ南側の利用率が非常に高いと。併せまして、近隣にある日

立大森ビルの駐輪場も１００％を超えるような利用率でございます。周りの状況等も勘案して、状況を

見ながら判断していきたいと思いますので、今行っていることを住民の方々にも説明しながら、理解を

得ていきたいと思っております。 

○西本委員 

 いろいろありがとうございます。やはり自転車、キックボードに限らず、いろいろ変わってくるとい

うことは想定されますので、またその都度、いろいろ対応していただければと思います。 

 最後に、立派なこの自転車活用推進計画、こういう推進計画をとるべきだというのは前々から私も指

摘していた部分があるので、ありがたいなと思うのですけれども、この活用方法ですね。せっかく冊子

としてつくったものなので、これをどう活用していくのか。それぞれのところでは、これを基にして啓

発活動であったり広報であったりといろいろやられると思うのですけれども、より活用できる方法は何

か考えられていますでしょうか。 

○鈴木都市計画課長 

 推進計画ということで、施策的なところはしっかり計画の中で位置づけておりますし、警察、道路管

理者含めて連携した取組を行っていくというところで、この計画の冊子自体、区のホームページ等で公

表という形になりますが、できるだけ分かりやすく、施策的な分類も「まもる」「とめる」「はしる」

「いかす」、こうした４つの分類で、多くの方に分かりやすい計画になるように工夫して策定してござ

います。この計画の冊子自体、折に触れて様々なところで、それぞれの主体・所管が活用しながら、自

転車のルール・マナーの啓発等に活用していくような形で、今後も有効に進めていきたいというところ

でございます。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

○田中委員 

 今回、推進計画策定に向けまして、協議会の方々がパブリックコメントを求めて、それに対するコメ

ントがあって、それに対してしっかり回答も整えていただき、その中でもまたこの計画に盛り込むべき

ものは盛り込んでいただいているという流れがあると。丁寧な対応をとっていただいているということ

で、まずは感謝したいと思いますが、ちょっと前後しますけれども、これまでも、この委員会において

も計画策定に向けての段階的なご報告があって、各委員からいろいろな意見なりが出ておりました。そ

の都度、答弁という形での回答はそれぞれしていただいておりますが、ここまでパブリックコメントに

対してのしっかりとした対応がされている中においては、そうすると、我々の委員会での質疑がこの計
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画の中に、具体的にどう反映されているのか。これは量が多いので、どこというのはないですし、また、

先ほどの西本委員の話のように、チャイルドシートに子どもを乗せたままという安全性という観点は、

これは多くの区民も共感している部分だと思いますが、総論的な話、総じての部分ですが、これまでの

委員会質疑の中から得られた、ここに新たに反映されたものというのはあるのでしょうか。まず確認で

す。 

○鈴木都市計画課長 

 今回は５回目の協議会のご報告で、１回目から５回目まで全て、その都度、当委員会にご報告させて

いただきまして、１回目・２回目のあたりは品川区の現状を整理していた状況の中でも、当委員会の中

で、例えば自転車の大型化、これは電動であったりチャイルドシートがついているというところで、委

員の皆様からも駐輪場でとめづらいですとか、そうした声を施策として、当委員会にご提示する前にご

意見としていただいて、そうしたところをしっかり施策として計画の中で位置づけさせていただいたと。

現在ある駐輪場の再整備的なところはしっかり明示させていただいているところですとか、商店街での

短時間利用についても当委員会でご意見としていただいて、その辺の施策の反映もさせていただいてお

りますし、それから商店街での自転車ネットワークに入れる入れないのところでも、ご意見としていた

だいたところを反映させていただいているところでございますので、あとはやはり電動キックボードで

すとか、そうしたところの安全性の観点ですね、そうしたところも、マナー周知の徹底というのも、計

画の中でしっかり反映させていただいたというところでございます。 

○田中委員 

 区長も含め、区民の方へ直接ご意見を求めるということは、必要なことでありますし、それに対して

異を唱えるものではありませんが、一方で、二元代表制の中での我々代弁者として発言をしていること

も同様にしっかりご対応いただけたらというのが、当然やっていただいているとは思いますが、改めて

お話をさせていただきました。 

 その上で、個別の話で、先ほど桜新道の話がありました。私も感覚的には今のままでいいと思います

し、それをあえて車道側に移す必要もないですし、現状で言えば、車道側には路上の駐車場があります

ので、それとの関係はどうなのかということもありますので、あそこに関しては、いいと思います。そ

の関連でお伺いしたいのは、桜新道もそうですし、あとは、主に都道ではあるのですが、山手通りなど、

歩道上に自転車レーンを設けているところがあります。都道は都道なので、都道としてしっかり東京都

が管理をされていると思いますが、桜新道のように、区道は区が直接、他の区道との接続の部分はしっ

かり対応をとっていただけると思いますが、特に都道でそうやって歩道上に自転車道の面も入っている、

そこと、今度、区道との接続の部分において、どちらがどう注意喚起をするのかというのもあるのです

が、一方的に都に任せることなく、それぞれの個別の現状に応じて、連続性をというか、自転車の運転

者に混乱を来さないように、スムーズに連続して安全な走行レーンを通行してもらえるようにという配

慮も必要なのかなと思いますが、桜新道に関連してですが、お聞かせいただきたいと思います。 

○森道路課長 

 ネットワーク計画に基づきまして、整備すべき路線に対して来年度から優先順位をつけて順次やって

いくという形になりますけれども、区道から都道へ、都道から区道へというところも、その整備の中で

しっかりと都道管理者と話をしながら、恐らく実際は区のほうで都道部分も含めて整備をしていくのか

と思いますけれども、その中でスムーズに、委員おっしゃったような形で、安全に通行できるように整

備をしていきたいと考えております。 
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○田中委員 

 ぜひそこはお願いをしたいと思います。 

 それと、先ほど電動キックボードのお話も出ていたように、時代の変化とともに新しい機種がどんど

ん増えてくると思いますが、同じ自転車であっても、電動もそうかもしれませんが、さらにその上を行

く、スピードがもっと速く出る、あれは何ていう自転車と呼んでいいのか分からないのですが、少しタ

イヤが太めの、相当スピードが出る、ひょっとしたらバイク以上のスピードが出るのではないかと思え

るようなものもありますが、同じ自転車という一つのくくりということではなくて、ああいうスピード

がもっと出るようなものは、より自動車同様の、バイク同様の視点からの規制をかけていかなければい

けないと思いますので、今回はこういう形で策定されようとしていますが、先ほど西本委員のお話もあ

りましたけれども、それぞれの時代の変化に応じて、またしっかり、これは１回つくったからあと５年

間見直さないということではなくて、絶えず、その時々の自転車利用の観点で、特に危険性が感じられ

るようなものは即時対応していただきたいと思いますが、そこら辺の対応に向けてのお考えをお聞かせ

いただきたいと思います。 

○鈴木都市計画課長 

 ただいま委員からご紹介いただいた電動バイク、ペダル付き原動機付自転車というところのくくり、

法的には特定小型原動機付自転車、自転車に含まれるということで、最近そうした移動手段も見られる

ということで、計画の中ではしっかりご紹介させていただいているところでございますが、先ほども申

しましたが、こうした自転車を取り巻く、法も含めて、変化といいますか、今後も続いていくというこ

とは想定されますので、その都度その都度、計画ということも必要かとは思いますが、やはりスピード

感を持って区民にお知らせできるように、周知方法も含めて、我々も常にアンテナを張って、区民の方

にしっかり、早め早めに周知できるように取り組んでまいりたいと考えてございます。 

○田中委員 

 ぜひそれは早急な対応、その都度の適切なご対応をお願いしたいと思います。 

 それで、先ほど来、課長からのご答弁にもあったように、今回つくられたものを、内容についていか

に区民に周知するかという話もありました。区民への周知もぜひしっかり行っていただきたいのですが、

特に商店街での駐輪対策は、場所にもよるのかもしれません、先ほど出ていた水神公園関連、大井坂下

公園関連もそうですが、今、区境で、例えば商店街で出ていますが、武蔵小山商店街なども大きな駐輪

対策問題があります。 

 武蔵小山でいえば、すぐ隣が目黒区であり、大井坂下公園とか水神公園の辺りはすぐ隣が大田区で、

恐らく区民以外の、近隣区の方も相当利用されていることが、そこ以外にもあると思いますが、区民の

方への周知ももちろん必要なのですが、近隣区との連携といったことも必要になってくるのだろうと私

は思います。 

 また、特に交通関係なので、警視庁、各警察署との連携も必要になってくると思いますが、せっかく

いいものをつくっていただいたものを、さらにその有効性を高めていく上では、近隣区や警視庁との連

携も、実効性をより高めていくためには、やっていただいたほうがいいと私は思っているのですけれど

も、その辺の今のお考えはいかがでしょうか。 

○鈴木都市計画課長 

 今回、計画を策定するに当たって、自転車ネットワークの考え方を整理するに当たっては、周辺区の

計画の状況もしっかり整合を図りながら策定を進めてきたというところと、それから駐輪対策等につい
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ては、ご指摘のとおり、区境に近い商店街等の取組については、品川区民以外にも、近隣区の住民の方

も利用される可能性は当然あろうかと思います。 

 計画をこうしてつくって、商店街とも連携しながら、取組の中で、場合によっては当然ながら近隣区、

自治体、それから商店街の方のお話も伺いながら、様々な検討・取組を進めていきたいと考えていると

ともに、今回、策定に当たっては、区内の警察の方全て委員に入っていただいて、計画策定を進めてご

ざいます。第５回、最後の委員会の中でも、各警察の方からも、計画をつくって終わりではなくて、

しっかり区と連携しながら取組をしていきたいという力強いお話もいただきましたので、区としまして

もしっかり警察、それから道路管理者と連携をとりながら、計画の施策をしっかり着実に進めていきた

いというところでございます。 

○田中委員 

 最後の警察の方のお話、大変心強く受け止めております。 

 また、併せて近隣区との連携も、これを計画するに当たって、近隣の区の計画も参考にされていると

いうことでありましたが、逆に近隣区に対しても、逆に品川区民が目黒区に行ってということもあるか

もしれませんので、そういったことも含め、実効性を高める視点からも、近隣区との連携もぜひ進めて

いただきたいと思います。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

○若林委員 

 ２４ページとか２５ページに自転車交通現況が載っていまして、２５ページの②自転車関与事故の分

析というのがありまして、その文章の中に、車道幅員別に見ると、「自転車対自動車」の事故は、広幅

員の道路で発生率が高いと。この幅員の広い道路というと、国道とか都道が中心になるのかなと思うの

ですけれども、交差点の事故が多かったり、ほかの箇所での事故が多かったり、そこら辺の傾向性はど

ういう形か、ご存じであれば教えてください。 

○鈴木都市計画課長 

 ここに示している状況のとおり、やはり自転車と自動車の事故というのが広幅員の道路でというとこ

ろでございますが、やはり広幅員の道路になりますと、車のほうも一定速度を出しているというところ

と、併せて自転車のほうも、見通しがいい関係で、スピードが出ているというところがあって、逆にそ

うしたところが、委員からもお話がありましたが、交差点ですとか、あるいは横断の関係で事故が多い

というところの区としての受け止めというか、認識でございます。 

○若林委員 

 そうすると、道路交通法の、自転車は車道を走るのが原則というのが、ある意味で広く徹底されて、

この二、三年ぐらいですか、ここのほかのページにも、パブリックコメントにもありましたけれども、

自動車が、自転車通行帯とか自転車道とかという青い帯がありますよね、あと矢羽根もあると。そうい

うところの駐停車に対しての課題が指摘されていて、それに対しては看板をつけるとかという、具体的

にはそういうことでとどまっているのですが、道路管理者でやるのか、交通管理者でやるのか、はたま

た両者で連携をとりながらやるのか。区道がそんなにないとすると、区の推進計画の中で道路管理者と

どういうふうに連携をとってやるのかというところの疑問点が一つあります。 

 具体策としては注意喚起看板ということの記述だけで、広幅員のところの自転車対自動車の交通事故

を減らすということでこういう計画も当然立てられていると思うのですけれども、そこに本当に有効に



－13－ 

なっていくのかなと。もう一重の何か、今回第５回で終わったということですが、今後のそのあたりの、

道路管理者、交通管理者との今後の、さっきの力強い言葉というのもありましたけれども、本当に苦情

が多いですよね、私もやはり自転車に乗るので、なるべく車道を走るわけです。ああいう周知がされて

から。やはり普通に青い帯のところに車が１台、２台、もっと連なっているところもありますし、そう

すると本当に冷や冷やですよね、横を通って、後ろから車が来ていないときは、比較的、ああ、来てい

ないなと思ってすーっと行くのですけれども、やはりそうはいかないので、いつ接触して、とまってい

る車と後ろから追いかけてくる車の間に挟まれて、というのは、その都度、注意しながら、危険なとき

は止まってしまう。危ないからあえて行かないという判断をするときもありますし、ドライバーにとっ

ても恐ろしいでしょうし、自転車にとっても恐ろしいので、そこら辺の気持ちをしっかり酌み取ってい

ただきながら、何かご答弁いただければと思います。 

○鈴木都市計画課長 

 ご指摘の道路への違法な駐停車というところでございますが、計画の中では、まず道路管理者として

注意喚起を促す看板の設置、それから法的な違法の取締りについてはやはり交通管理者というところで、

各施策ごとに実施主体というところで、警察署であったり、区の計画ですから、区道については品川区

ということで書かせていただいておりますが、国道・都道については当然ながら道路管理者としての国

あるいは東京都が主体となって取り組んでいただくような内容にはさせていただいてございます。 

 基本的には、先ほどもご紹介した第５回の委員会の中で、警察の方、お言葉も含めて、この中には東

京国道事務所と東京都第二建設事務所の方もご参加いただいて計画をつくり上げてきていると。その中

で、国道事務所の方からは、路上駐車対策を含めて、区と連携しながら引き続きしっかりと取り組んで

いきたいというところ、第二建設事務所も同様のご発言をいただきましたので、区としましてもしっか

り連携をとりながら、そうした対策にもしっかり取り組んでいきたいと考えているところでございます。 

○若林委員 

 駐車禁止のところは比較的あるのかなと思うのですけれども、停車禁止はそんなにないですよね、あ

の幅員の広いところで。だから、とまってもいいのですよね。自転車が車道を走ることも、これは推奨

されている。一方、路側帯というのかな、端っこに車が停車することも、これは違反ではないと。どう

やったって取り締まれないですよね。看板を立てようが何しようが。 

 そもそもの法的な矛盾がここで明らかになってしまったり、矛盾というと言い過ぎなのかな、法のカ

バーし切れない部分、隙間の部分ができてきて、この前、区内在住の学校の先生が、区内の小学校に通

勤するのに、やはり先生だから、その先生は守るのですよね。車道を絶対に私は、歩道を走って歩行者

に迷惑をかけないのだと徹底されているのですけれども、やはり都道を通るときに、毎朝学校に行くと

きに、何とかしてくださいと。これは区議会議員に言うことではないのかもしれないけれども、何とか

してほしいということがつい最近もありましたので、これはどういうふうに言うかですよね。車もとめ

てはいけないとは言えない。そうすると、自転車に乗っている人に対して、いや、歩道を走っても、そ

れはもう、どういう言い方をするのかなという、これはこの話と違ってしまうのかもしれないのですけ

れども、ルールを守ろうとしている人たちが安全で安心に自転車に乗れるような環境を、またこれも含

めて、お願いしたいと存じます。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

○まつざわ副委員長 
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 推進計画はすごくしっかりできていると思っています。また、シェアサイクルなども記載していただ

いて、大変感謝しております。 

 そこで、交通ルールを守るというところ、「まもる」というところにおきまして、例えば５１ページ

だと、小学生は自転車安全教室を４回やります。高齢者も４回やりますと。しかし、先ほど西本委員か

らもありましたが、やはり子育て世代の、事故率が多いのか分からないのですけれども、子育て世代の

危険運転というのですか、確かに子どもを乗せっぱなしも危険ですし、お母さん・お父さんも逆走しま

すし、信号も無視してしまいますし、子どもを乗っけても飛び出してしまうという、ずいぶん危険なと

ころを私も車を運転しながら感じることが多くて、例えば世代に応じたという書き方がありますけれど

も、結局この中間層の部分に触れていないのが少し気になったので、すごく細かいことで申し訳ないで

す、そこら辺を教えてください。 

○鈴木都市計画課長 

 ルール・マナーの啓発については、全世代を通じてしっかりと区としても周知啓発に努めていきたい

というところでございますが、今いただいた子育て世代のお話でございますが、６５ページに「通園の

安全対策の実施」ということで、モデル的に子育て送迎ルートの整備というのを、今後計画をつくった

上で、子育て送迎ルートというのを区としても検討していきたいというところは計画の中に位置づけさ

せていただいております。 

 この中で、どこにそうしたルートを設定していくかというのは、実際の子育て世代の方々からもご意

見をいただきながら、意見交換をしながら検討していくことになろうかと思いますので、そうした機会

も含めて、様々な機会を捉えて、ご意見をいただきながら、子育ての方々の安全な自転車ルール、使用

について、区のほうからもそうした機会を捉えてしっかり発信していきたいと考えてございます。 

○まつざわ副委員長 

 ありがとうございます。ぜひ幼稚園のお迎えや保育園のお迎え、そういった送迎の父親・母親のお話

を聞きながら、そういうのができると、とてもありがたいです。 

 あともう一つ、周知の部分で、ちょっと不勉強なのですけれども、安全パトロール隊というのがあり

ますよね。青パト。例えば青パトは安全周知の部分で回りますが、あれは、降りて、歩いて啓発するこ

とというのは駄目なのかなと。例えば、確かに私も子どもを自転車に乗せっぱなしにするのがすごく嫌

で、実際にそれでガラスに突っ込んでけがした子を目の当たりにしているから、私は見たら声をかける

のですけれども、やはりすごくにらまれてしまうのですよね。本当に。見ず知らずの人が声をかけるも

のだから、不審者がられますし、でも危ないからと声をかけると、トラブルにはならなくても、随分嫌

だなというのがあって、例えば青パトが警備して回っていただけるときに、例えばまとまって商店街を

歩くというのができるのか。できるのだったら、それはすごく効果的で、例えば区の方に声をかけても

らう、商店街とかで物を買うときに、そういう方は本当に非常に多いので、それこそすごくいい周知に

なるのではないかなと思って、お聞きします。 

○鈴木都市計画課長 

 実際に降りてそうした取組を行っているか、できるかどうかというところは、地域活動課の生活安全

担当の所管になろうかと思いますので、そこはいただいたご意見をそちらにもお伝えして、検討といい

ますか、確認をさせていただければと思います。 

○田中委員 

 すみません、先ほど質疑の中で、我々の意見はどういうふうに反映されるかといったときの、そのと
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きは述べなかったのですが、自分の意識の中の一つは、ちょうど今出た６５ページの子育て送迎ルート

に関して私も発言しましたが、保護者の方が子どもを乗せたときに、送迎ルートをつくると、そこは自

分たちが安全に通行できるものだと思い込んでしまうことが、ルートを外れた先でも同様の感覚を持っ

て通行すると、より危険性が増してしまうと思いますし、子育て送迎ルートをつくったとしても、それ

はお母さん・お父さん方にではなく、自動車の運転手に対して、この地域は特に子どもを乗せた親御さ

んがより多く通るところなので、自転車というよりも自動車運転手に向けた注意喚起がどちらかという

と必要ではないかということを当時も述べたのですが、ここはルートをつくることで守るという視点も

あるのかもしれませんけれども、それはむしろ逆に、安心感を持ってほかの地域も、要は安心感を持つ、

イコール、ルールを守らないというようなこともその延長線上にはあると思うのですが、だから、むし

ろ逆で、親御さんに対してもしっかり安全を意識してもらうという、そういうルートならば私はいいと

思うのですが、ぜひそこはそういう視点で、すみません、発言したときと今が変わっていなかったので、

実はここを意識してさっき述べたのですが、そういう視点もぜひ加えていただくことで、逆に子どもを

乗せた自転車を守るという流れにぜひしていただきたいと思っております。 

 すみません、２回目なので、意見だけ述べさせていただきます。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○新妻委員長 

 ほかにご発言がないようですので、以上で本件を終了いたします。 

                                              

 ⑵ セーフティネット住宅家賃低廉化補助制度の開始について 

○新妻委員長 

 次に、⑵セーフティネット住宅家賃低廉化補助制度の開始についてを議題に供します。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○竹田住宅課長 

 セーフティネット住宅家賃低廉化補助制度の開始についてご説明いたします。Ａ４判の資料をご覧く

ださい。 

 セーフティネット住宅のうち、住宅確保要配慮者のみが入居可能な専用住宅に対して家賃低廉化補助

を実施することによって入居者への経済的支援を行うとともに、専用住宅の増加によりセーフティネッ

ト住宅の拡充を図り、住宅確保要配慮者が安心して品川区に住み続けられるよう支援するものでござい

ます。 

 「１.家賃低廉化補助内容」でございます。⑴家賃補助限度額ですが、１戸当たり補助限度額は月

額４万円です。⑵入居対象者は、月額所得が１５万８,０００円以下であり、６５歳以上の高齢者、障

害者、ひとり親世帯となります。それぞれの詳細は記載のとおりでございます。補助対象期間は、原

則１０年となりますが、上限額４８０万円を超えない範囲であれば最長２０年間補助を受けることが可

能です。対象住宅は、都知事が登録を認めた区内専用住宅でございます。 

 「２.入居者要件」でございます。区内に２年以上居住していること、生活保護法に規定する住宅扶

助または生活困窮者自立支援法に規定する生活困窮者住居確保給付金等を受給していないこと、それか

ら、住宅を所有していないことなどでございます。 
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 「３.補助額負担割合」でございますが、国が２分の１（限度額２万円）、都が４分の１（限度額１

万円）、区が４分の１（限度額１万円）、それぞれ負担割合および限度額の範囲内での補助となります。 

 「４.家賃低廉化開始日」は、令和６年３月１日となります。 

 「５.事務の流れ」でございますが、まず、大家が東京都に専用住宅の申請を行い、それに対して都

が承認を行います。承認されると、専用住宅として専用ホームページに掲載され、広く周知されること

により公募され、入居希望者である要配慮者が内覧・契約・入居した後、大家が区に対して助成金の申

請を行います。区は助成金の交付を行い、その実績に基づいて国および東京都に対して補助金の申請を

行い、交付を受けることになります。 

○新妻委員長 

 説明が終わりました。 

 本件に関しまして、ご質疑等がございましたら、ご発言をお願いいたします。 

○のだて委員 

 家賃低廉化補助制度を開始するということなのですが、肝腎な専用住宅の戸数というのは、登録はさ

れたのかどうかというのと、登録住宅の今の件数を伺いたいと思います。 

○竹田住宅課長 

 セーフティネット制度の実績でございますが、区内のセーフティネット住宅は、１月４日現在でござ

いますが、登録住宅が１,０２９戸、専用住宅がゼロ戸となっております。今回の家賃低廉化補助の開

始を契機として、専用住宅の増加に努めていきたいと考えております。 

○のだて委員 

 今回を契機として増やしていきたいということなので、それは増やしていっていただきたいと思いま

す。 

 専用住宅がゼロ戸ということは、この制度は使えない状況ということですので、今、区としては増や

していく方策をどのように考えていらっしゃるのか、伺いたいと思います。 

○竹田住宅課長 

 専用住宅を増やしていく方策でございますが、まずは、オーナーの意思決定に重要な関係性を持って

いらっしゃるのが、建物を管理する不動産事業者でございますので、不動産団体等を通じまして、不動

産事業者の方々にご協力いただきながら、大家にもメリットをご理解いただいて、セーフティネット住

宅を着実に普及させていきたいと考えております。 

○のだて委員 

 この制度を開始するということですから、使えるように、使いやすいようにしていただきたいと思い

ます。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

○西本委員 

 まず、このセーフティネット住宅というのはどういうものですかというのが一つあります。すみませ

ん、勉強不足で。教えてください。 

 それで、よく分からないのですけれども、大家が、管理会社が、専用住宅申請をすると思うのです。

これ、家賃は決まっているのですか。どのぐらいの家賃のところ、例えばもともとの家賃が１０万円な

のか、２０万円なのか、そういう規定があるのかどうか。 
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 それと、そもそもこれをやるきっかけは何なのですかということなのです。 

 それから、家賃補助限度額とか入居対象者とか規定があるのですけれども、これはどこの規定になり

ますか。品川区ですか。それとも国ですか。東京都ですかということをまず教えてください。 

○竹田住宅課長 

 まず、住宅確保要配慮者でございますが、こちらは住宅セーフティネット法あるいは東京都の条例等

で決まっておりまして、今回対象とする高齢者、障害者、子育て世帯以外にも広く定められておりまし

て、具体的に申し上げますと、月の所得が１５万８,０００円以下の方々で、住宅をお一人で確保する

ことがなかなか難しく、配慮・支援等が必要な方を住宅確保要配慮者と呼んでおります。 

 それから、家賃の設定方法でございますが、こちらは国のほうで公的賃貸住宅家賃対策調整補助金交

付要綱というのがございまして、当該専用住宅の家賃額から公営住宅並みの家賃を控除した者に対して

低廉化補助を行うということで、特段、家賃が幾らということ等は決まっていないのですが、大まかに

言いますと、近隣と同レベルの家賃ということになってございます。 

 それから、実施のきっかけでございますが、先ほども申し上げたとおり、登録住宅のほうは着実に増

えているのですけれども、なかなか専用住宅のほうは進まないということで、今回開始するものでござ

います。 

 それから、どこで決まっているのかということですが、今回低廉化補助を開始するに当たって、区の

ほうで新規に要綱を定めているものでございます。 

○西本委員 

 もう少し具体的に数字で示していただくと分かりやすいなと思うのですけれども、１戸当たり４万円

なわけではないですか。だから、家賃が２０万円のところの４万円なのか、１０万円のところの４万円

なのかが分からないのです。そこはある程度、先ほどのいろいろな要件があって、それで計算している

のだろうと思うのですけれども、実際、幾らのところを借りれば、この４万円は適用できるのですかと

いうことなのです。 

 品川区でいうと、大体８万円とか１０万円以下とかというところが多いと思うのです。生活保護をさ

れているところで、大体限度額は５万円、そのぐらいですから、そこのところの住宅を紹介していると

思うのです。それと、ここで言う４万円というのは、何かしら目安があると思うのです。具体的なとこ

ろで、どういう方々が借りるのかなと。 

 要は、月額所得１５万８,０００円ですよね。１５万８,０００円ということは、品川区で住むには相

当大変ですよ。１５万８,０００円は。いろいろな制度があるにせよ。なので、どんな方がこれに該当

するのだろうなというのが見えないのですけれども、具体的なところで教えてもらえますか。 

○竹田住宅課長 

 家賃の具体的なお話ということですが、まず国の決まりとしては、近傍同種家賃、今回セーフティ

ネット住宅として貸し出すに当たって、周囲の同じような条件の建物と同じような家賃設定をしてくだ

さいという決まりになっております。具体的に言いますと、例えば民間賃貸住宅の家賃が７万円だった

場合、公営住宅並み家賃額の４万円を引いて、補助額は３万円という形になります。 

 公営住宅並み家賃の求め方でございますが、こちらも公営住宅法の家賃の算出方法を参考に家賃算定

基礎額が決まっておりまして、それに立地係数、規模係数等を掛けることによって、公営住宅並み家賃

を割り出して、実際の家賃からそれを差し引いたものが補助額となりますので、例えば７万円の住宅

で３万円が補助額であれば、４万円の家賃になるという計算方法でございます。 
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○西本委員 

 ちょっとよく分からない。ごめんなさい、頭が整理できないのですけれども、公営住宅をベースにと

いうこと、公営なので、いろいろ算定があるのでしょう、所得によってもいろいろと計算があるのだろ

うと思うのですが、ですから、仮に品川区でいったら幾らなのですか。品川区でこれをやるときに、公

営住宅のベースになる金額は幾らなのですか。それは決められていないのですか。決められないものな

のですか。例えば大体、今お話しなされた７万円ぐらいですよというのであれば、ああ、そうか、７万

円だったら、その中で３万円の補助が出て、４万円支払えばいいのねという計算でいいのかなと。これ

が、では１０万円だったらどうなのですかとか。だから品川区の基本は、今、７万円だったらいいので

す、７万円で。だけど、品川区の住宅事情を考えて、１０万円だったら算定の仕方が変わりますよね。 

 なので、住民に説明するときに、どうやって説明するのだろうなと思うのです。だって、どのぐらい

の家賃のところ、例えば大家たちが、専用住宅になりました、ここの物件だったら通常１０万円なので

すけれども、こういう制度があるから４万円引いて６万円でいいですよということでいいのですか。そ

ういうふうにはっきり分かれば、大体区民の人も分かると思うのですけれども、そういうことの理解で

よろしいですか。 

○竹田住宅課長 

 非常に簡単に申し上げると、限度額が４万円ですので、７万円の家賃であっても１０万円の家賃で

あっても、最高４万円の限度額となりますので、１０万円であれば４万円引いた６万円、７万円であれ

ば４万円引いた３万円が限度額となりますので、まずはそう理解していただいて、ただ、先ほど申し上

げたとおり、複雑な計算式がありますので、そちらに基づいて、補助額が４万円になるかというのはそ

れぞれの民間住宅の状況によりますので、ケース・バイ・ケースになりますので、まずは最大４万円の

補助が受けられるとご理解いただければと思います。 

○西本委員 

 少しずつ分かってまいりました。であるならば、これは大家、要は管理会社のところで申請したとき

に、この物件は幾らですよという、例えば１０万円であったり２０万円であったり、そういうものの中

で、ここは専用住宅だから最大４万円の補助が出ますよと紹介するのであれば、すごく分かりやすいと

思います。そういう説明でよろしいのかどうかなと思うのです。 

 対象者なのですけれども、月額所得１５万８,０００円以下というのが、例えば若い人たちでも非常

に苦しんでいる方がいらっしゃると思うのですが、ここは年齢制限６５歳以上なのでしょうか。要は、

若い人たち、結婚したけれども、なかなか２人のを合わせてもこんなにないよとかというケースがあっ

た場合には、この月額所得ということを考えれば、そういう方も入れられないのかな、含められないの

かなと思うのですが、いかがでしょうか。 

○竹田住宅課長 

 省令で定められている対象者は、例えば新婚世帯とか、広く定められております。家賃低廉化事業を

開始するに当たって、ニーズの多いところ、高齢者、障害者等、対象世帯も多いような、ニーズの高い

ようなところをまずは対象として始めていき、今後、対象者については、居住支援協議会のご意見も聞

きながら、拡大していきたいと考えております。 

○西本委員 

 ありがとうございます。対象者については、まずは高齢者からということなのでしょうが、あまり若

い方のところまでいってしまうとまた別の問題が出てくる可能性があるのですよね。別にここで補助を
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もらえるから、これで住んで終わりみたいな状況で、もっともっと頑張っていただきたいのにというと

ころはないかもしれない、そういう弊害もあるのです。ただ、やはり苦しいという人も中にはいらっ

しゃると思うので、そこは、これはセーフティネットですから、救済という中で、いっときだけでもそ

ういうのがあると助かるのではないかなと思いますので、ぜひ今後、高齢者からスタートするにしても、

いろいろな世代、特に若い人たち、本当に若い人たちも視野に入れていただきたいと思いますので、そ

れに関してのご意見もいただきたいと思います。 

○竹田住宅課長 

 委員ご指摘のとおり、住宅の確保にお困りの方、様々な方がいらっしゃると思いますので、状況等を

十分把握しながら、そういった方々が一人でも減るように、総合的に支援していきたいと考えておりま

す。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 ほかに発言がないようですので、以上で本件を終了いたします。 

                                              

 ⑶ 踏切道手前部の視覚障害者誘導用ブロックの整備について 

○新妻委員長 

 次に、⑶踏切道手前部の視覚障害者誘導用ブロックの整備についてを議題に供します。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○森道路課長 

 私からは、踏切道手前部の視覚障害者誘導用ブロックの整備について報告いたします。Ａ４判１枚の

資料をご覧ください。 

 令和４年４月に奈良県で視覚障害者の方が踏切道内で列車と接触し死亡される事故がございました。

国ではこれを受けて、道路の移動等円滑化に関するガイドラインを改正し、踏切道での誘導方法に関す

る実証実験やワーキンググループでの議論を踏まえ、踏切道手前部および踏切道内に点字ブロックを設

置することが盛り込まれました。 

 令和４年６月の改定では、踏切道内の点字ブロックは「望ましい整備内容」として書かれていました

が、令和６年１月の改定では「標準的な整備内容」として位置づけられるとともに、踏切道内の点字ブ

ロックについて設置方法や構造が規定されました。 

 区では、品川区道と交差する踏切全２６か所について、手前部に視覚障害者誘導用ブロックを整備す

ることとし、本年度は東急電鉄の各線と交差する１４か所について整備を進めております。また、残

る１２か所についても、ＪＲ東日本および京急電鉄と協議を進め、来年度、整備を行っていきたいと考

えております。 

 次に、「２.踏切道手前部の設置例」でございます。ガイドラインでは、歩道幅員が２ｍ以上あれば、

歩道の全幅に点状ブロックを、線状ブロックは２掛ける２列、設置いたします。歩道がないまたは狭い

場合には、点状ブロックを３枚掛ける２列、線状ブロックを１枚掛ける２列、設置することとします。

なお、踏切道内は、道路の横断歩道に設置されてあるエスコートゾーンと同様のものと、直線状のブ

ロックを組み合わせて整備することとなっております。 

 最後に、「３.設置場所」ですが、現在、東急電鉄各線の戸越公園駅、荏原町駅および旗の台駅周辺

の１４か所で、３月上旬には設置できるように、既に工事に入っているところでございます。 
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○新妻委員長 

 説明が終わりました。 

 本件に関しまして、ご質疑等がございましたら、ご発言をお願いいたします。 

○のだて委員 

 先ほどご説明もありましたけれども、今回は１４か所ということで、あと残りの１２か所も引き続き

進めているということですので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 それと、踏切道内のところも設置していく方向だということだったのですが、今回は踏切手前のとこ

ろだと。道内はどうなっているのかというところを伺いたいと思います。 

○森道路課長 

 踏切道内につきましては鉄道会社各線の管理区域になっておりまして、基本的には鉄道会社のほうで

設置されるという形で区としては考えているところで、今も東急電鉄とはそういうお話をさせていただ

いているところです。 

 ただ、鉄道各線でも、それぞれいろいろな鉄道会社の中で、どういうふうに、いつから、どこから進

めていくかというところを検討中だということですので、まだ設置時期は明確になっておりませんが、

こういった動きがございますので、東急電鉄も含めて前向きに検討していただいていると捉えています。 

○のだて委員 

 各鉄道事業者、前向きに検討しているということで、それはよかったと思うのですが、今回設置す

る１４か所も、東急は手続未定ということなのか、そこを確認させていただきたいと思います。 

○森道路課長 

 結論から言いますと、まだ設置時期としては確定していないと聞いています。法指定踏切というのが

ございまして、例えば開かずの踏切であったり、重要な踏切であったり、そういったところの指定とし

て、荏原中延２号という踏切がございまして、これは旗の台駅の近くで、昭和大学につながる区道、道

路にある踏切でございますが、これが昭和大学につながるところにある踏切だということで、国のほう

から重要な踏切として指定されているものでございます。東急はこれに対してまずは設置を進めていき

たいとしております。一応、国のほうでは令和７年度までにという形で指定がございますので、来年度、

再来年度中には東急のほうで何かしら動かれるのだろうと期待しているところでございます。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

○若林委員 

 昨年の代表質問で公明党からもいち早く取り上げさせていただいて、その前後から既に区道の踏切の

調査も行われたということで、感謝申し上げたいと思います。 

 いよいよ実施に至るわけですが、まずは東急電鉄というところで、しっかりと年度内、まずは着手、

竣工というのですか、完成していただくということで、これはいずれにしても工事はしっかり着実に、

安全・安心に進めていただくということと、いわゆる団体、また、いわゆる視覚に障害のある方への周

知というのは、いつも周知、周知と言うのですけれども、周知の考え方。それから、周知が届かなかっ

た方は、届かなかったとしても、その踏み切りに行けば、ここはこういう形で新しく安全なブロックが

設置されたのだなと分かるようになるのか。そこら辺、２点ほど。 

○森道路課長 

 実際に区内の視覚障害者団体の方から、この件につきまして２回ほどお話を伺いました。その前にも
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連絡をさせていただいて、どういったところにつけてほしいかというような意見も率直にいただいてお

ります。また、役所の近くに苗木原という踏切がございます。しながわ中央公園のすぐ先にある踏切で

ございますけれども、実際に現地に行っていただいて、ここに点字ブロックを設置する予定ですと。苗

木原はＪＲなのでまだ先なのですが、踏切の手前のこの辺りに、ほかのところでつく予定です、ＪＲに

ついても引き続き協議をしていきますという話をさせていただいて、協会の方には一定ご理解をいただ

いているかなと思っています。 

 協会に入っている方ばかりではないので、周知というところはなかなか難しい部分がありますけれど

も、特別なものを設置するのではなくて、ふだん道路に設置してある点字ブロックを踏切の手前にも設

置するということでございます。警告として、点状のブロックについても、ここに何かあるなというこ

とが分かっていただけるものだと感じていますので、周知は一方でしっかりやる必要がありますけれど

も、実際にはふだん使い慣れたものが踏切の手前に設置されるということで、全然分からないというよ

うなことはないかなと考えています。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

○田中委員 

 区内２６か所全てに早急に設置されることを願うのですが、これは個人的な感覚なので、事実と違っ

たら謝るのですけれども、やはり民鉄というか、東急・京急の対応は多分早いと思うのですが、ＪＲは

なかなか対応が、いろいろな場面で想定されるのですけれども、例えばホームドアの設置も、基本は鉄

道事業者がやるのですが、それを促す視点で行政が補助を出して、例えば東急の大井町駅も多分補助が

出て、先行して設置し、それがきっかけで他の駅にも設置を促したという流れがあったと思いますが、

同様に、今回、区側というか、区の責任の下での対応ということで、まずは１４か所で、残りの１２か

所も早期にということなのですが、線路内の対応というのは、やはり連続性があって初めて視覚障害者

の方が安全に横断し切れるということにつながるので、線路内のものが出来上がって初めて全体が、連

続性のある、視覚障害者に向けてのルートが確保されるのだろうと思いますが、先ほど重要踏切として、

旗の台の東口だと思いますが、そこが先行してやるということでありましたが、特に鉄道事業者の、私

はＪＲ東日本を想定しておりますが、取組の反応といいますか、姿勢というか、そこはどういう受け止

めをされているのでしょうか。また、行政側がぜひ早期に設置してくださいということの申入れができ

るのか、また、しているのか。特にＪＲに対しての対応をお聞かせいただきたいと思います。 

○森道路課長 

 各鉄道会社とのお話でございますけれども、区内の鉄道１７か所が東急電鉄でございまして、まずは

そこからお話をさせていただいております。ガイドラインが最終的に出たのが先月でございますので、

具体的な話はこれから、あるいは民鉄各社の集まりの中でも、具体的に整備をどんどん進めていくとい

うような方向性ではまだないと聞いています。ただ、昨年度から区のほうでは東急とお話をさせていた

だいて、何度か話をする中で、まずは荏原中延２号からしっかりと取組を進めたいというお話がありま

す。 

 今、そういった鉄道会社の受け止めとしても、まだガイドラインが出たばかりということもございま

すので、ＪＲ東日本とはまだ区のほうは接触できていないのですけれども、来年度、実際に話をしてい

く中で、区としては早急にやっていただきたいと思っているところでございますので、その思いはしっ

かりと各鉄道会社に伝えて、整備が一体的に進むようにできればなと思っています。 
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○田中委員 

 形状的に踏切の中でも、特にＪＲの踏切は、例えば西品川の権現台の裏の、狭い、車も通れないよう

な踏切が、中央体育館とファミーユの間ではなくて、もう１個、大崎駅寄りに小さな、ファミーユの裏

を抜けたところなどのような、ああいう形態的に平坦ではない踏切が、あと原踏切も勾配があったり、

私が見ていて危険性が高いのはＪＲが多いのかなと感じられますので、全ての踏切が同等ではあるので

すが、危険性の高そうなものは、ぜひ区としても、ある意味、優先順位をつけていただくような視点で、

対応をとっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○新妻委員長 

 ほかによろしいでしょうか。 

○若林委員 

 質疑の中であえて確認したほうがいいなと思ったのは、これは、要するに奈良県で令和４年に、踏切

内にいらっしゃった視覚に障害のある方が事故に遭われたというところに当然起因されて、だから、あ

えて言うと、踏切内を安全に歩行するということだけではなくて、もっと大事なのは、踏切内に今いる

のかいないのかというのをご本人がしっかりと自覚をする。今、私はここから踏切内に入ったのだなと。

入ったときには、まだ遮断器は音も鳴っていなかったけれども、入ってから鳴り出した。遮断器が下り

た。さあ、私は、入ったという自覚がなければ、今どこにいるか分からないわけですよね。だからその

方は前にも行けない、後ろにも行けない。それで事故に遭ってしまったということを防ぐために、ここ

でいうと線状のものをわざわざつけて、ここからは踏切に入るのですよということがいちばん大事なの

だろうなということで私も質問した覚えがあるのですけれども、周知も含めて、そこら辺の認識、私の

認識が間違っていたらご指摘いただくとかで結構です。 

○森道路課長 

 令和４年４月の事故におきましては、今、委員がおっしゃったように、踏切の中にいるのか、外にい

るのか、分からない中で事故に遭われたと聞いております。視覚障害者団体の方ともお話をする中で、

自分が踏切内にいるのかどうか、このまま今の方向に真っすぐ歩けば外に出られるのか、それとも、変

な話、線路の中のほうに入ってしまうのかというようなことが分かりたいということが一番大きく言わ

れていたところだなと思っています。 

 区といたしましては、管理区域である外、手前部についてしっかりと注意喚起の点字ブロックをつけ

るということもありますし、中につきましては、今までいろいろな形態で、国のほうもいろいろな点字

ブロックを考えられていたみたいなのですけれども、結局はなじみのあるエスコートゾーンであったり、

線状のものであったりというものがあれば、方向も、踏切の中にいるかどうかということもしっかり分

かるということでありますので、何しろ鉄道会社と一緒にしっかりと整備を進めていくということが区

としても大事かなと思っています。 

○新妻委員長 

 ほかによろしいでしょうか。 

○のだて委員 

 今回の踏切の数２６というのが、品川区道の交差する踏切の数ということで、ほかの都道・国道の踏

切の数というのはあるのかどうか、伺います。 

○森道路課長 

 品川区道と申しましたけれども、都道・国道でまたいでいるところは、今、踏切はございません。住
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吉踏切がありましたが、あそこは補助２６号線の開通によって、基本的には上に行けるようになったと

いうところでございますので、対策としては、品川区内の踏切２６か所とご認識いただければと思いま

す。 

○新妻委員長 

 よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○新妻委員長 

 ほかにご発言がないようですので、以上で本件を終了いたします。 

                                              

 ⑷ 公園児童遊園等維持修繕工事における未精算金の対応状況について 

○新妻委員長 

 次に、⑷公園児童遊園等維持修繕工事における未精算金の対応状況についてを議題に供します。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○髙梨公園課長 

 私からは、公園児童遊園等維持修繕工事における未精算金の対応状況について報告をさせていただき

ます。資料はＡ４判片面刷りとＡ３判の別紙資料をご覧いただければと存じます。 

 「１ 本件の経過」でございますが、昨年１１月７日の本委員会におきまして本件の発生状況につい

て報告を行い、同日にプレスリリースおよび区ホームページにおいて公表を行いました。 

 その後、１１月２０日には内部検証プロジェクトチームを立ち上げ、再発防止等の検証を開始いたし

ました。 

 同年１１月から１２月にかけましては、未精算金の支払い事務手続を行い、令和５年中に支払いを完

了いたしました。未精算金額つきましては記載のとおりでございます。 

 令和６年２月８日には、内部検証プロジェクトチームの検証内容につきまして関係所管を含めた報告

会を開催し、共有を図ったところでございます。 

 「２ 再発防止策の検討経過」でございますが、恐れ入ります、別紙のＡ３判の資料をご覧ください。 

 左上の１では概要について記載をしております。 

 その下、「２.検証方法」でございますが、プロジェクトチームは、第三者的見地から検証を行う目

的で、公園課に加え、土木管理課に座長と事務局を担っていただき、関係職員や事業者へのヒアリング

を実施いたしました。 

 右側、「３.原因・課題および再発防止策について」をご覧いただければと思います。原因・課題で

は、その内容から、事務処理に起因する要因と組織的な要因とに分け、整理をいたしました。 

 事務処理要因につきましては、経理課へ内容確認する前に工事を実施していることや、単価契約工事

に偏重して発注していること、単価の中に適合する工種が少なく追加資料の作成に大きな負担があるな

どがございます。 

 組織的要因といたしましては、職員のコンプライアンス意識の低さや当事者意識の欠如、進行管理や

上下ラインの連絡の欠如、事務処理フローの不徹底などが挙げられました。 

 これらの原因・課題から解決の方向性を導き、具体的な再発防止策を整理しております。 

 「４.今後の取組みスケジュールについて」とともに説明いたします。最初に、事務処理要因のうち、

経理課確認前の工事実施につきましては、適正な手順で発注が行えるよう、新たな事務処理フローを作
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成いたします。こちらについては既にフローを作成し、本年１月より運用を開始してございます。 

 次に、単価契約工事に偏重していたことに関しましては、工事内容や規模により、どのような区分で

発注すべきか基準を作成し、工事発注方法の適正化を図ります。こちらにつきましても本年１月より運

用を開始してございます。 

 適正なルールが定められていなかった課題につきましては、今後、要領を新設していく方向で検討を

しております。 

 単価契約工事において適合する工種が少ないことに関しましては、令和６年度の単価契約より工種を

増やす方向で現在経理課と協議を行っており、今後、毎年度定期的に見直しを図ってまいります。 

 次に、組織的要因についてです。職員の意識改革につきましては、今後、課内や技術会議の組織を活

用しての研修を検討してまいります。 

 進行管理の課題につきましては、本年１月より管理台帳を作成し運用を開始しております。今後、発

注案件の状況を見て、定期的に経理課・事業者と共有を図ってまいります。また、管理職によるチェッ

クも定期的に行ってまいります。 

 課内のコミュニケーション醸成につきましては、管理台帳チェック時など定期的な打合せの機会を捉

え、コミュニケーションを図ってまいります。こちらも現在、各種取組の実施状況の確認という形で実

施をしているところでございます。 

 最後に、事務処理フローの共有につきましては、人事異動等での担当者の変更時においても適正な事

務処理フローが引き継がれるよう、マニュアルを作成すべく、現在作業を行っているところでございま

す。 

 今回取りまとめられました再発防止策を確実に実施し、今回の事案を風化させることのないよう、ま

た、二度とこのような事案が発生しないよう取り組んでまいる所存でございます。このたびは誠に申し

訳ございませんでした。 

○新妻委員長 

 説明が終わりました。 

 本件に関しまして、ご質疑等がございましたら、ご発言願います。 

○のだて委員 

 今回いろいろ再発防止策を行っていくということでご説明いただきました。その中で、新事務処理フ

ローで対応していくということなのですが、どういう点が以前と変わったのかというところを伺いたい

のと、基準も作成するということで、先ほど若干ご説明がありましたが、どういった基準にして再発防

止していくのかというところを伺いたいと思います。 

 そして、現在、１月から既に実施されているところが幾つかあると思うのですが、実施をしての状況

というのですか、効果などを伺えたらと思います。 

○髙梨公園課長 

 新事務処理フローにつきましては、説明の中でも申し上げましたが、以前、経理課への情報提供なし

に、先に公園課の担当者から業者に指示をし、適正な事務を行う前に工事をしていたといったところが

ございました。大きくはそこの部分をしっかりと適正に経理課への情報提供、依頼発注の後に工事とい

う手順を踏むといったところを可視化するべく、フローチャートを作成したといったところでございま

す。今後、基準等につきましては、そういったものをしっかりと明文化して、帳票等も作成し、要領と

して取りまとめるべく、現在準備を進めているところでございます。 
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 各種取組の中で、１月から実施してきた今現在の状況といったところでございますが、こういった大

きな問題を起こした後でございます、職員のほうも非常に慎重になってございまして、１件１件確認を

しながら、情報共有を図りながら、現在進めている、こういった状況でございます。 

○のだて委員 

 今回対策も示されましたので、それをしっかりと実施していって、再発防止に努めていただきたいと

思います。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

○西本委員 

 まず、お支払いが終わりましたということなのですが、令和４年度５社、令和５年度６社、

計５,０００万円余。それぞれの会社、事業者の方々は納得されたのか、そのやり取りはスムーズに

いったのでしょうかということと、結局チェックのところを増やすということになると思うのです。ど

こでチェックしていくか。ただ一つ、経理課を通すと、遅くなりませんかと。いや、必要だと思います

よ。必要だと思うのですけれども、チェックをするということはそれだけ遅くなるということも考えら

れるわけであって、やはりこういうのは早く必要ではないですか。特にこういう公園とか土木関係の作

業というのはすごく緊急性の高いものもあったりとかして、そこでチェック機能を働かせるということ

は、それだけ遅くなる可能性もあって、そうすると結局は住民サイドに対してのサービスというか、安

全も含めて、遅くなることにつながってしまうのではないかなという気がするのですが、その対応はど

うされるのか。 

 それから、部署の中で、多分前も言ったと思うのですが、チェックする人を決めないと、担当を１人

しっかりつけないと、無理だと思うのです。それと、デジタルというか、ＤＸも含めて、どうやったら

こういうミスを少なくできるのかということは、今の話だと、いろいろとデジタルのところでの改善は

されているのだろうと思うのですけれども、そこをまずしていただいて、確認ということが必要なのか

なと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。 

○髙梨公園課長 

 最初に、今回未精算を発生させてしまった相手方である事業者の反応といったところでございますが、

各社とも私が直接お会いさせていただきまして、事情の説明とおわびといった対応をさせていただきま

した。各社とも長く品川区の公園管理を担っていただいた会社でして、各社とも事態の発生については

ご納得いただいて、令和５年内の支払いといったところで、各種書類の作成等々にも非常に前向きにご

協力をいただいたといったところでございます。今後もしっかりと対話を深めてまいりたいと考えてご

ざいます。 

 次に、チェックが増えていくと迅速さが失われるのではないかといったところでございますが、確か

に維持修繕工事は、本当に今日明日やらなければいけないような緊急的な工事につきましては、経理課

のほうも協力をいただいてございまして、そういった迅速な対応というものはもともととれる仕組みも

ございますので、そういったものをしっかりと利用していくといったところで、今後もそのような手続

をとってまいります。 

 チェックで遅くならないように、しっかりと毎回回さなければいけない工事の手続と、管理台帳によ

るチェックといったようなところを、経理課に都度都度というよりは、しっかりと節目節目で経理課に

情報提供するというような形で、１件１件の工事の案件がチェックにより遅くならない仕組みというも
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のを、これから考えてまいりたいと思ってございます。 

 公園課の中では、週１回、公園維持担当の係長によるチェックを行い、チェックを行った段階で、公

園課長の私のほうに報告を上げて、私もそのときにチェックするというような形で進めておりますが、

その手続で工事１件１件の発注が遅くならないようにといったところは気をつけてまいりたいと考えて

ございます。 

 また、ＤＸを利用してということもございました。現在、各種帳票につきましても、以前は紙ベース

というところがございましたが、今回については電子データで作成をして、各担当職員が同じ電子ファ

イルを使用して管理するということで徹底を図ってございます。今後も様々なツールが出てくると思い

ますので、ＤＸの取組等をうまく利用しながら、かつ、チェック漏れがないように取り組んでまいりた

いと考えてございます。 

○西本委員 

 今後いろいろと考えられているのでしょうが、これ、係長と言っていましたよね、難しいと思います。

やはり計算なので、私は部署の中に専門家を１人入れるべきだと思うのです。片手間でやるようなもの

ではなくて、経理は経理で専門的な知識であったりとか慣れとか、非常に必要なところだと思うので、

私はこれを二度と繰り返さないということであるならば、やはり専門家を１人、別にそこだけでなくて

いいと思うのです、ほかのところも同じようなこと起きる可能性があるので、なので、人事は考えたほ

うがいいのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。 

○髙梨公園課長 

 組織をまたがったそのような監査的部門につきましては、監査委員事務局等もございますし、そう

いったポストの新設等については別途考えさせていただければと思ってございます。 

 また、今回の問題につきましては、公園維持担当の中で日常的に発注する工事案件の台帳管理といっ

たものは、担当係長の本分でもあると考えてございますので、そこをしっかりとチェック体制を整えな

がらやっていくというものは、改めて付け加えられた事務というよりは、しっかりと担当係長が進行管

理を行う中でやるべき仕事というところでございますので、係長のほうにしっかりと担っていただいて、

併せて管理職のほうも定期的にチェックをしながらということで進めていきたいと考えてございます。 

○西本委員 

 仕事の範疇だということは分からないではありませんが、その担当になっている方に専門的な知識が

どれだけあるか私は分かりません、でも、職員なので、そうそう専門的な知識のある方が担当になって

いるとは限らないのではないかなという思いがあるので、できればとにかくチェックをしてもらうとい

う、これは例えばＳＥ関係とかもたけている人が１人いてもいいぐらいではないのかなと私は思います

ので、今後、チェック作業が非常に大変だというときには、その人事も含めて対応を考えていただきた

いと思います。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 ほかにご発言がないようですので、以上で本件を終了いたします。 

 会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午後０時０４分休憩 

 

○午後１時０５分再開 
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○新妻委員長 

 ただいまより、建設委員会を再開いたします。 

                                              

 ⑸ 東品川海上公園におけるＰａｒｋ－ＰＦＩ制度の導入について 

○新妻委員長 

 次に、⑸東品川海上公園におけるＰａｒｋ－ＰＦＩ制度の導入についてを議題に供します。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○髙梨公園課長 

 私からは、東品川海上公園におけるＰａｒｋ－ＰＦＩ制度の導入について報告をさせていただきます。

資料は、Ａ４判片面刷りの資料をご覧ください。 

 「１.経緯」でございますが、現在、区では、より魅力ある都市公園の創出を目指し、民間活力を導

入したＰａｒｋ－ＰＦＩ制度の導入について検討しているところでございます。令和４年度には、事業

が見込める７公園に対し公園利用者へのアンケートや民間事業者に対するマーケットサウンディング調

査を実施し、令和５年度に、公募対象とする公園を東品川海上公園に選定したところでございます。東

品川海上公園を対象として、地域団体や公園利用者の意見を取り入れた公募指針を作成し、事業者公募

を実施していく予定で事業を進めております。 

 「２.今後の進め方」についてでございますが、令和５年７月より地域団体等と東品川海上公園にお

ける事業導入についてヒアリングを重ねておりますが、運河まつり等のイベントでの連携や東品川海上

公園船着場の利活用などについて意見が出されているところでございます。今後は、地域の皆様に本事

業の目的を十分に理解していただくよう努めるとともに、各種ご要望に対する調整などを行い、地域の

理解を得た公募指針を作成していきたいと考えているところでございます。そのために、現在行ってい

る地域との調整を継続し、公募条件のさらなる整理を進めてまいります。 

 「３.スケジュール（案）」でございますが、現在実施している地域との調整を経て、来年度夏頃を

目途に公募指針を取りまとめてまいりたいと考えております。その後、公募を経て、１１月頃の事業者

決定、令和７年度中の施設開業を目指してまいります。 

 地域の皆様と対話をしっかりと行い、皆様に長く愛される施設・公園となるように取り組んでまいる

所存でございます。 

○新妻委員長 

 説明が終わりました。 

 本件に関しまして、ご質疑等がございましたら、ご発言をお願いいたします。 

○のだて委員 

 今いろいろな意見が地域団体等から出されているということで、若干ご説明がありましたけれども、

地域からどういった声が出ているのかというところを伺いたいと思います。 

 それで、前に委員会で報告していただいたときに、周辺住民や利用者への説明会も検討しているとい

うことで説明があったのですけれども、それが実施されたのかどうか、されたのであれば、どういった

質疑や意見があったのかというところを伺いたいと思います。 

 それと、７月の説明のときには、公募を今年度の９月に行うというスケジュールだったのですが、今、

スケジュールが延びてきているというところの理由も伺いたいと思います。 

○髙梨公園課長 
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 地域と協議をしている中での声というご質問がございました。地域とは様々、Ｐａｒｋ－ＰＦＩ制度

の内容やほかの公園の事例等、お話をしているのですけれども、どのような業態の事業者が入ってくる

か分からないことへの不安であったり、東品川海上公園では大きなイベント等を行っていただいており

ますので、イベントを行うときのＰａｒｋ－ＰＦＩの事業者の関わり方について、どうなっていくのか

といったところの不安などの声が上がってございます。また、説明の中でも申しましたが、しっかりと

船着場を今後、地域団体としても利活用していきたいし、ぜひＰａｒｋ－ＰＦＩで入ってくる業者につ

いても利用していただければといったようなご要望等も出ているところでございます。 

 次に、説明会についてでございますが、前回ご報告させていただいた際に、事業者が決定し、今後つ

くっていく施設等が明確になった際には、周辺にお住まいの方々はじめ、利用者に向けた説明をしっか

りとやっていくつもりがあるということでお話をさせていただいたと考えております。現在のところは

まだ公募も行っていないというところでございますので、決まっていることがないというところで、説

明会等は現在実施していないところでございます。 

 スケジュールについてでございますが、７月の際は本年度内に事業者決定まで行えればということで

スケジュールをお示しさせていただいたところでございますが、本日ご説明させていただいたとおり、

地域の方々のご同意を得ない中での手続を進めるというものは、区としてもしっかりとこの公園を地域

の皆様とともに盛り上げていきたいという思いがございますので、そこのところはしっかりと慎重に

行って、区、それと利用される方、あと地域で活動されている団体の皆様が共通の認識を持って本事業

を進められるように考えているということで、今回見直しのスケジュールを提示させていただいたとこ

ろでございます。 

○のだて委員 

 いろいろ住民の方からも声が出されているということですので、ぜひそうした住民の声に寄り添って

いただいて、寄り添ったということでこの期間が延びているということでもあると思いますので、住民

の声をよく聞いていただきたいと思います。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

○西本委員 

 Ｐａｒｋ－ＰＦＩについて、私たちは行政視察でかなり学んでまいりました。本当にとてもいい行政

視察だったと思っております。そこで感じることに、管理する事業者に任せきりではなくて、地域の

方々と一緒につくっていくということでありました。この状況だと、公募して、事業者が決まって、そ

こでお任せという状況になってしまうような気がするのです。そうではなくて、せっかくこの地域の

方々というのは、運河まつりにしても、地域力のあるところなのです。なので、そこの方々と一緒につ

くり上げていくということでの公募の条件をぜひ入れていただきたいなと思っているのです。 

 それと、自由度です。Ｐａｒｋ－ＰＦＩをするときの自由度はどのぐらいを想定されているのかとい

うことと、それから、この予定でいうと、来年度に事業者が決定されて、令和７年度が設計・施工にな

るということは、令和７年度の予算に入るという認識でよろしいでしょうか。 

○髙梨公園課長 

 今、委員からご提案いただきましたとおり、我々も地域と一緒になって盛り上げていけるような施設

をしっかりと誘致したいと考えてございますので、そこら辺は、現在も進めていますけれども、地域の

方々としっかりと話し合って、公募指針の中に条件等を盛り込んで、つくり上げていきたいと考えてご
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ざいます。 

 公募に際しての自由度というようなご質問もございました。まず、場所であるとか業態等は、あまり

区のほうで例えばカフェとかという形で限定することなく、広く民間の提案を受けられるように、門戸

を開いて提案を受けたいと思ってございますが、施設規模については、現在検討中でございますけれど

も、例えば他区でやられているように、公園全体をその事業者に任せるような形は、現在、区では想定

してございません。東品川海上公園は広い公園でございますので、その中の一部に収益施設をつくって、

それと地域の皆様の利用と一体となって公園全体が盛り上がるというところを想定していますので、施

設規模については一定、指針の中で明示をしていきたいと考えてございます。そのほかの業態・業種関

係については、規定をせず、広く提案を受ける考えでございます。 

 令和７年度に開業予定ということで、こちらについては前回ご提示させていただいたスケジュールと

変えずに、令和７年度中開業ということを現在のところの予定としてお示しさせていただいてございま

すが、ここで行う設計・施工関係は、あくまでも今回公募をする民間事業者の収益施設の設計・施工で

ございますので、開業に必要な建物関係の予算は、区では計上せず、民間事業者のほうで立てていただ

くことを想定しておりますが、この施設をつくることによって、公園の中も、例えば来園者の動線であ

るとかインフラ関係であるとか、そういったところも一緒に整備したほうが後々好ましいと思うことに

関しては、区で予算を計上し、一緒に施工するというパターンも考えられると考えてございます。 

○西本委員 

 これは新しい取組なので、ぜひ成功してほしいなと思うのですけれども、この周辺は、やはり旧東海

道というか、宿場関係、結構活発な団体がたくさんおられるのです。なので、そことぜひ一緒に考えて

いただきたいなと。多分、先ほど地域の声はといったときに、イベントはできるのだろうかとか、これ

からどんな業者が来るのだろうかとかあって、すごく心配になっていると思うのです。そういう心配を、

逆に、一緒につくってくださいという、そういう位置づけで展開していただきたいなと。おんぶに抱っ

こではなくて、自分たちも関わっていくよという、ぜひそういう機運を高めていただきたいなと。いい

事例を出していただきたいなと。 

 多分いろいろお店を出したりというようなことを考えられると思うのですけれども、ぜひ地域のお店

とかを使っていただけるような。これは私たちの視察のときもそうでしたよね。公園の中でのいろいろ

なイベントとかを取り入れた方というのは、地域の方々なのです。地域の商店街の方々とかなりがっち

り手を結んで事業を展開しているのですよね。それが継続していろいろなことができるという起爆剤に

なっているかなと思ったので、そういう形で、本当に周りの地域住民の方々のことを考えると、それは

可能だと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

○田中委員 

 詳細はこれからということでありますが、今、施設をつくってという、それは基本はＰＦＩを受けた

事業者に委ねるというところでありますが、具体的に位置的な部分というのは、大体この辺というのは

決めているのか、そこも含めてＰＦＩ事業者にある程度選択権を与えて対応してもらうようにするのか

というところと、受ける側の要件として、当然ある程度しっかりしたところでないと、今後の運営もお

任せできないということがありますが、いわゆる株式会社というところなのか、例えばＮＰＯ法人とい

うところでも、ある程度の実績があるところであればいいのかということと、併せて、ここは特に、こ
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れを条件にしてしまうことがいいのかどうかもあるのですが、先ほど来出ている、長年ここは運河まつ

りを行っている場所で、当然運河まつりも恐らく今後も継続的に続けようとする中で、運河まつりとの

連携をどの程度重視されるのか。地域の方々の同意を得てというところなのですが、今も少し出ていま

したが、地域というのは、一般的には町会だとか商店街だとかということが地域的には考えられる、特

にここでいうと、いろいろなまちづくりの、特に運河まつりを運営する主体もありますし、旧道での宿

場まつり等、しっかりやっていただいているところもありますし、もしお話ししていいのであればです

が、具体的にどういう地域の方々の同意を求めようとされているのか、お聞かせいただきたいと思いま

す。 

○髙梨公園課長 

 最初に、施設を設置する位置についてでございますが、原則的なところで申しますと、先ほど答弁さ

せていただいたとおり、区のほうでここに建てなさいというようにピンポイントで示すようなことはし

ないように考えてございますが、東品川海上公園は東京都下水道局のポンプ施設が、建屋でもございま

すし、地下に入っている部分等もございますので、そういった物理的に施設を建築することができない

部分についてはしっかりとお示しをさせていただかなければいけないと。また、港湾局の護岸等もござ

いますので、そういったところの条件は指針に記載したいと思っていますが、それを満足する位置であ

れば、基本的に位置については事業者の判断に委ねようと考えてございます。 

 また、事業者の性質というか、会社でなければいけないのかというようなところでございますが、基

本的に収支の計画等も出していただきますし、その具現性であったりとか、今までの実績等を踏まえて

決めようと思っていますので、会社でなければいけないとかというような条件を区のほうで縛ることは

現在考えてはございません。 

 最後に、連携して進めなければいけない、地域のイベント等との連携と、またその地域とはというと

ころでございましたが、まず、運河まつり等、非常に活発にやっていただいているイベントとの連携と

いうものは、しっかりと公募の指針の中に、条件というか、連携の仕方については明示をしたいなと考

えてございます。まさしくその部分について、これから、現在までもお話ししてまいりましたが、地域

の方々とお話をしてまいりたいなと考えてございます。 

 お話ししている相手方については、ここで何々会というようなところでお話しするのは避けようと

思ってございますが、町会もそうですが、メインとなって考えてございますのは、地域で様々イベント

等を主催していただいている、周りのまちづくりを含めた団体の方々と現在お話をさせていただいてい

るところでございますので、そことの調整が主となると考えてございます。 

○田中委員 

 西本委員もお話しされていましたが、我々、福山市に視察に行きまして、そこの先行事例を学んでま

いりまして、大きな成功要因としては、まずは行政との連携ということですね、協業ということの必要

性も感じましたし、その上で、地元をどれだけ理解し、しっかり対応してくださる業者を選んでいただ

けるかというところにかかりますので、ぜひそういった視点を通じて、すばらしいものになるように期

待をして、質疑を終わります。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 ほかにご発言がないようですので、以上で本件を終了いたします。 
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 ⑹ しながわ区民公園リニューアルイベントについて 

○新妻委員長 

 次に、⑹しながわ区民公園リニューアルイベントについてを議題に供します。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○髙梨公園課長 

 引き続きまして私から、しながわ区民公園リニューアルイベントについて報告をさせていただきます。

Ａ４版片面刷りの資料でございます。 

 「１.概要」でございますが、平成２６年度から実施してまいりましたしながわ区民公園の再整備が

令和５年１２月に完了したことを受けまして、リニューアルイベントを開催いたします。公園内で各種

イベントを開催し、リニューアル工事の内容を知っていただくとともに、それぞれの施設で楽しんでい

ただけるイベントにする計画でございます。 

 「２.再整備経緯」でございます。平成２６年度から中央ゾーンのプール施設の改修より再整備を開

始いたしまして、平成２８年度からは中央ゾーンの整備を、平成３０年からは南側ゾーンの整備を、令

和３年度からは北側ゾーンの整備を実施し、令和５年１２月に全ての再整備工事が完了いたしました。 

 「３.イベント内容」でございます。まず、実施日につきましては、本年の３月２０日、春分の日の

祝日に実施をいたします。時間は１０時から１６時までを予定し、屋外でのイベントとなることから、

雨天の場合は中止といたします。実施する内容といたしましては、公園全体を回っていただき各施設で

スタンプを集めるスタンプラリーをメインイベントとして実施いたします。全てのスタンプを集めてい

ただいた方には、しながわ水族館の無料入館券を景品としてプレゼントする予定でございます。そのほ

かにも、しながわ水族館船着場から船による周遊や、園内２か所でのマンホールトイレの展示、縁日イ

ベントにより子どもたちに楽しんでいただくものなど、各種の個別イベントを考えているところでござ

います。 

 詳細につきましては３月上旬に区ホームページにて掲載する予定でございます。なお、イベントの開

催につきましては、広報しながわ３月１日号、町会回覧、ＳＮＳ、ケーブルテレビ等で広報を行う予定

でございます。 

○新妻委員長 

 説明が終わりました。 

 本件に関しまして、ご質疑等がございましたら、ご発言をお願いいたします。 

○西本委員 

 いよいよできたということで、本当によかったなと思います。それで、このイベントなのですけれど

も、雨のときはもうやらないということなのでしょうか。これ、順延はできないのかしらと思っている

のですけれども、というのは、やはりこれ、楽しい催しの内容になっているので、子どもたち、親御さ

んたちも含めて楽しめるし、公園が親しみやすいというか、こういうふうに変わったのだねとより実感

していただけるいいきっかけではないかなと思うのですけれども、時期をずらしてもいいから、こうい

うようなイベントをやっていただきたいなという気持ちがあるのですが、いかがでしょうか。 

○髙梨公園課長 

 ぜひ当日、晴れることを願っているところでございますが、どうしても公園の中ということで、準備

の関係もございまして、現在のところ、全ての同じようなイベントを別日で行うというのは準備の関係

で難しいという状況でございますが、ご提案を受けまして、例えば、今まさしく考案中でございますけ
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れども、１０年の年月をかけて再整備をしてきた歴史といいますか、経緯がございますので、改修前・

改修後の写真の展示であるとか、そういったところでいろいろと再整備の経緯を知っていただくという

ようなことをパークセンター等でできないかと考えてございます。また、しながわ水族館でも、しな

フィンの着ぐるみとのふれあいなどというようなところも考えてございますので、雨天でもできるイベ

ントをピックアップして行うなどということで今後工夫すべく、考えてまいりたいと思ってございます。 

○西本委員 

 期間をずらしてもいいから、やってほしいなと要望しておきたいと思います。 

 それと、しながわ区民公園、水族館もそうなのですけれども、意外と他地域から来ている方が本当に

多いのです。本当に品川区民の方以上に来られているのです。なので、やはりここは広く伝えてほしい

なと思います。ホームページ等でもいいのですけれども、今からでも遅くはないので、公園の中に貼り

出しをするとか、何かそういう形で、ほかの方々にご来場いただけるような、そんな仕掛けもしてほし

いなと思います。 

 私も公園の中でインタビューをしたことがあるのです。どこから来ましたということで調べたときが

あって、大分外から来られていますので、ぜひそういう配慮もしていただきたいなと思いますが、いか

がでしょうか。 

○髙梨公園課長 

 現在でもＳＮＳ等含めて電子媒体を使っての広い広報を考えてございますが、今ご提案のありました

公園に来ていただいた方が目にできるような掲示であるとか、水族館にも区外の方が多くいらしていま

すので、水族館含め、そういったところの掲示による広報等、力を入れてやってまいりたいと考えてご

ざいます。 

○新妻委員長 

 ほかに。 

○田中委員 

 私も当日晴れることを願っております。イベントに関連してですが、まず、ここに記載されている、

水族館船着場から船に乗船とありますが、これはどこまで船で行くのかとか、あるいは逆にどこからこ

ちらに来られるのかということと、船着場から公園までは距離が少しありますが、その辺の誘導も、そ

こはしっかり対応していただけるのだろうと思いますが、公園の中の、既にあった野球場は再整備され

たということと、サッカー場は今度新設をされたということで、若干思いつきのような意見になってし

まうので、当事者の方のご意見もしっかり踏まえないといけないのですが、例えば少年野球の連盟に、

当日のにぎやかし、開業したという一つの記念というか、大会を開催してもらう。あるいは、こちらに

も関係者がいらっしゃいますが、サッカーの大会を開催してもらうとか、そういう公園を利用する方も

共に楽しめるようなイベントにできるともっといいのかなと思うのと、逆に、行政的な視点かもしれま

せんが、２か所のマンホールトイレというのは、意味合いは分かりますが、開催に当たってのイベント

として、こういうのをつくったという紹介はいいと思いますが、広く多くの方に喜んでもらえるような

イベントの開催が、これはすみません、否定するものでは決してありませんが、多くの方に共有しても

らえるようなイベント内容にすることも検討されているのか、お聞かせいただきたいと思います。 

○髙梨公園課長 

 最初に、船旅についてでございますが、趣旨が、区民公園の中をいろいろと巡る中で、船着場もぜひ

体験していただきたいということですので、どこかを結ぶというよりは、今、事業者と打合せをしてい
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るところですので、まだ確定ではないのですけれども、現在のところ、周遊で考えています。お台場方

面に向けて行って、ぐるっと周って帰ってくるということで、区民公園から出て区民公園に戻ってくる

ということで考えているところでございます。船着場から公園まで少し距離があるというお話でござい

ましたが、ちょうど水族館駐車場のところから船着場へ行くルートがございますので、しっかりとそこ

ら辺、誤解のないように案内をしてまいりたいと考えてございます。 

 また、サッカー場や野球場を使ったスポーツのイベント、連盟等との連携というお話がございました

が、現在のところ、こちらも詳細は未定なのですけれども、新しくつくりました少年サッカー場を使っ

てスポーツイベントをやれたらなと考えてございます。また、利用者の団体等と、日付も迫ってまいり

ましたので、どこまでできるかということもございますし、また別日でも、例えばしながわ区民公園の

グラウンドオープン記念の大会と冠をつけていただくとか、いろいろな連携の仕方があろうと思います

ので、各種スポーツの団体等ともこれから話をしてまいれればと考えてございます。 

 また、マンホールトイレのお話もございました。確かにただ展示しているだけではというところもご

ざいますので、今我々で考えているのは、実演というようなものも中に組み込んだり、あと、メインイ

ベントとして考えていますスタンプラリーのポイントとして使わせていただいて、楽しみながら、そう

いった施設もしっかりとつくっているのだということを知っていただくということで、様々単発のイベ

ントがメインというのはありますけれども、できるだけイベント同士をつなぐような仕掛けを考えてま

いりたいと計画しているところでございます。 

○田中委員 

 ぜひ多くの方に喜んでいただけるイベントをしていただきたいと思います。 

 １点、確認でありますが、事務事業概要のところには、名称で少年野球場とか少年サッカー場という、

少年ということの明記がありましたが、こちらの資料を見ると、こども野球場とかこどもサッカー場と

なっておりますが、女の子も、サッカーにしても野球にしても、既に積極的に利用していただいていま

すので、そういうことも踏まえて、今後、区の施設は名称として、少年野球場とかではなく、こども野

球場、こどもサッカー場に統一するという方針になったということで受け止めていいのでしょうか。確

認だけお願いします。 

○髙梨公園課長 

 申し訳ございません、事務事業概要のほうが恐らく混同されるような表記になっていたと思いますが、

今、条例施行規則等で規定している施設の名称としましては、こども野球場、こどもサッカー場となっ

ていますので、これからはこの名前で統一していければなと思います。 

○新妻委員長 

 ほかによろしいでしょうか。 

○渡辺委員 

 今、田中委員から質問がありましたが、利用者の声というのをキーワードに、あるいは、関係する団

体等が、私の把握している限り、ここで言う野球場ですとか、テニスも含めて、とにかくきれいになっ

たと。サッカー場も新設されたというところ、あるいは、バスケットゴールもあったりして、稼働率で

いったらすごく高い水準であると思うのです。 

 私が聞いている限り、特に団体利用、品川区を統括する連盟の声としたら、すこぶる好評といいます

か、全ての施設に高い評価があると思います。その前提でいうと、今、リニューアルのタイミングも含

めて、やはり１年に１回ぐらい、何か交流の場があっていいかなと。今回、オープニングが年度末です
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が、翌年度も、年に１回は交流のイベント、この公園としてのイベントが盛大にあってもいいのかなと

思います。 

 これはよく公園で花と緑とかある中で、グラウンド版というか、スポーツ施設の交流会なんていうの

はなかなかほかの公園ではできない、この区民公園ならではのことだと思いますし、恐らくなのですが、

その方がお客さんというよりは、ふだん利用させていただいている連盟だとかがしっかりしている組織

というか連携しやすい組織だと、運営者で協力してくれるのではないかなと。恐らくそういうところを

手弁当であったり、１年に１回は、グラウンドを使わせてもらっているという多くの人に感謝の気持ち

があると思うので、そういう人たちに逆にお手伝い、ボランティアで関わっていただいたいいイベント

ができる可能性はすごく高いと思うのです。 

 あと、水族館との相性でいうと、ここもやはり少年少女のスポーツ施設は物すごく相性がいいと思う

のです。水族館をより一層、教育施設として知ってもらったりという点からも、今回は違った切り口で

すが、次年度以降は年に１回ぐらいそういう催し、指定管理の方等含めて、あっていいかなと思います。 

 それは、こういうのがあるのだと。例えば児童遊園のところに来られた方も、全体を知ることはなか

なかないと思うので、それぞれのよさ、何ていうのですか、たすきがけの論理ではないですが、サッ

カーをやっている子が水族館や児童遊園で楽しむ、児童遊園に来た親子が、こういうところで将来野球

選手になってほしいなとか、何かそういう仕掛けというかストーリーのあるイベントを検討されてもい

いかなと思いますが、いかがでしょうか。 

○髙梨公園課長 

 このたび１０年かかって新たに生まれ変わった区民公園ということで、新しくスタートすることに

なってございますので、今、委員からご提案がありましたようなイベントについても、どんどんその時

代その時代に合ったいいイベントを、様々な団体や、区の部署も公園課だけでなくて様々な部署を巻き

込んでやるというものは、これから本当に時代にかなった取組ではないかなと考えてございますので、

ご提案を真摯に受け止めさせていただいて、これから検討してまいりたいと考えてございます。 

○新妻委員長 

 ほかによろしいでしょうか。 

 ほかにご発言がないようですので、以上で本件を終了いたします。 

                                              

 ⑺ 第二戸越幹線整備工事（下流部シールド）について 

○新妻委員長 

 次に、⑺第二戸越幹線整備工事（下流部シールド）についてを議題に協議します。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○北原河川下水道課長 

 私からは、第二戸越幹線整備工事（下流部シールド）に関してご説明させていただきます。Ａ４両面

の資料をご覧ください。なお、本件につきましては、昨日開催されました総務委員会において議決事項

として審議いただき、可決いただいたものに関連して、工事の内容などをご報告するものでございます。 

 本事業は、戸越、西品川地区周辺の浸水被害を軽減するため、第二戸越幹線を整備しているものであ

りまして、現在契約中の下流部シールド工事において変更が生じたために、その内容を報告するものに

なります。 

 続いて、工事概要になります。裏面中段の全体図をご覧ください。本工事は、全体平面図の赤線の下
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流部におきまして、北品川立坑から西品川立坑までシールドマシンによる掘削を行うとともに、上流部

におきまして、既設の下水道管と、既に掘削が完了している第二戸越幹線上流部を接続するための特殊

人孔や取水工を２か所で整備するものでございます。 

 下段の左側をご覧ください。特殊人孔工、取水工（№３）についてですが、第二戸越幹線から宮前坂

広場まで推進工法により取水管を築造するとともに、宮前坂広場において特殊人孔を築造するものとな

ります。 

 次に、右側ですけれども、取水工（№４）においてですが、既設の中流部貯留管から取水するために、

第二戸越幹線と接続する工事でして、接続するに当たっては、補助地盤改良が必要で、地盤を凍らせる

ことで地盤を強化する凍結工法によって行っております。 

 表面にお戻りください。変更内容についてですけれども、まず管渠工（シールド工法）、仮設工

（シールド）における変更内容といたしましては、１番目に、到達防護（補助地盤改良工）について、

現地調査等の結果、凍結工法から薬液注入工法に工法変更するとともに、立坑内の到達箇所に筒状の鋼

製隔壁を設けまして、内部を土で充填した上で到達する方法に検討するものでございます。また、到達

方法の変更に伴いまして、到達部のセグメント割付を変更するとともに、薬液注入時に必要となる地下

水の水質調査等を追加・変更いたします。 

 ２番目に、シールド掘進により発生する残土のポンプ圧送による廃土について、掘進する土質性状に

よりまして当初設計の加泥材では圧送が困難であるため、加泥材に土砂圧送流動化剤等を追加いたしま

すとともに、その流動化剤等を追加することによって増加する廃土に係る処分費を追加するものでござ

います。 

 続いて、特殊人孔工、付帯工（№３）における変更内容といたしましては、１番目に、立坑用地返却

時の形状に合わせ、人孔上部ブロックの割付を変更するとともに、擁壁、フェンス、排水施設復旧等を

追加するものでございます。２番目に、舗装の復旧範囲について現地確認を行った結果、舗装復旧面積

を変更するものでございます。 

 次に、事業損失防止費の変更内容といたしましては、１番目に、家屋調査費について、調査実績に合

わせ調査件数を変更するものでございます。２番目に、取水№４の凍結工法施工に伴いまして、東京ガ

ス、水道局、下水道局に近接して施工を行うことから、計測管理を追加するものでございます。 

 次に、インフレスライドの適用により、契約金額を増額いたします。 

 最後に、工期の変更といたしましては、９月の委員会でもご報告させていただきましたが、ポンプ圧

送管の閉塞等の影響でシールド工事に遅れが発生したことから、工期を８４日間延伸するものでござい

ます。 

 裏面の上段の工程表をご覧ください。赤線で囲った工事が今回の工事になりまして、延伸後の工期が

令和６年７月３１日までという形になります。 

 なお、第二戸越幹線整備事業全体としては、引き続き、子供の森公園隣接地及び西品川公園内での特

殊人孔の築造のほか、上流部においてはさらに２か所の取水工事などを予定しているところでございま

す。全体の工事期間につきましては、次期工事による影響も大きいことから、現在精査しているところ

であり、別途報告させていただきたいと考えております。 

○新妻委員長 

 説明が終わりました。 

 本件に関しまして、ご質疑等がございましたら、ご発言をお願いいたします。 
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○のだて委員 

 以前の説明のときにも工期の変更とかがあって、その具体化がされたのかなと思ったのですけれども、

前回の説明のところからの変更点というのはどこになるのか、それともこれ全体がそうなのかというと

ころを伺いたいと思います。 

○北原河川下水道課長 

 前回につきましては、補正予算を組むということで、当初、今年度工事が完了するところ、来年度予

算が計上されておりませんでしたので、来年度分の予算を計上したという形になります。今回につきま

しては、契約変更を受注者とも協議した上で正式に行うということで、工事の工期が決まったという形

になりまして、委員がおっしゃったように、より具体的になったという形になります。 

○のだて委員 

 より具体的になったということで、そうすると、前回の説明のところからあまり変更がないはずなの

かなというところなのですが、前回の資料を見ると、前回は凍結工法でやるということになっていたの

ですが、今回はその凍結工法は変更するということですよね。なので、前回の説明からも結構変わって

いるのかなと思ったのですが、そこのところをもう少しご説明いただければと思います。 

○北原河川下水道課長 

 凍結工法に関する変更というのが、前々回ですか、変更していたと思うのですけれども、それは取水

№４という、中流部の貯留管から第二戸越幹線に接続するというやり方の部分だったかなというところ

でして、今回は、シールドが到達する西品川公園のところの施工方法で、凍結工法でもともとはやろう

と思っていたのですけれども、それを変更したという内容になってございまして、場所と施工方法が違

うという形になります。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

 ほかにご発言がないようですので、以上で本件を終了いたします。 

                                              

 ⑻ 目黒川安全航行啓発活動の実施について 

○新妻委員長 

 次に、⑻目黒川安全航行啓発活動の実施についてを議題に供します。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○北原河川下水道課長 

 それでは私から、目黒川安全航行啓発活動の実施について報告させていただきます。お手元の資料を

ご覧ください。 

 目黒川安全航行啓発活動ですが、桜の時期の目黒川において、多くの人が目黒川を安全かつ快適に利

用できるように、目黒川を航行する船舶などに対しまして、ほかの船や周辺環境に配慮したマナー航行

を呼びかけるものでございます。今年度で８回目の開催となります。 

 実施日は令和６年３月３０日土曜日、３１日日曜日の２日間になります。 

 実施主体は、目黒川航行マナー向上委員会となりまして、委員会の構成は、舟運事業者、区内水辺関

係団体、水上オートバイの団体等で構成されており、区が事務局となっております。また、警視庁や海

上保安庁にもご協力いただいております。 

 続いて、実施内容です。啓発活動実施期間中は、区内の目黒川全域を河川占用し、航行の制限をかけ
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ます。また、期間中に目黒川を航行する方は、事前に事務局である区に申請をして、添付している別

紙１の目黒川航行マナーガイドマップを確認の上、資料の左下のイラストで示した専用旗やステッカー

を掲示して航行していただきます。 

 別紙１をご覧ください。目黒川航行マナーガイドマップですが、守っていただきたい３つの基本的な

マナーや、護岸・河床の危険な箇所などを掲載しております。 

 最初の資料にお戻りいただき、実施内容の３つ目をご覧ください。目黒川に架かる橋や護岸に、資料

下中央の写真に示すような航行マナーを啓発する横断幕や危険箇所を示すサインを設置いたします。 

 実施内容の最後ですが、期間中は河口部において、右下の写真にありますような警戒船等により啓発

活動を行いまして、事前に申請のない船舶についてはその場で活動内容等を説明して、航行マナーを遵

守していただける船については航行を可能とします。 

 最後に、周知方法ですが、２月１日より区のホームページにて周知を行っております。また、航行マ

ナー向上委員会のメンバーを通じて、舟運事業者などに添付した別紙のチラシを配布しております。 

○新妻委員長 

 説明が終わりました。 

 本件に関しまして、ご質疑等がございましたら、ご発言をお願いいたします。 

○西本委員 

 今回８回目ということですが、これはどういう効果が得られていますか。大分落ち着いてきているの

かなという感覚はあるのですけれども、周知がされていて、大分マナーが守られてきていることなのか、

ただ、２日間ですよね、２日間以外になるとまたマナーが荒れてしまうなという状況なのか、それとも、

大分周知されていて、目黒川の使い方というか、うまく使われているのかどうか、その状況を教えてく

ださい。 

○北原河川下水道課長 

 この活動を始める前の平成２７年度には、区への苦情が４件という形でありましたが、その後、少な

い件数で推移しておりまして、昨年度も１件ということで、そういった意味では、啓発活動の効果でマ

ナーが向上していっているのかなというところです。 

 また、この委員会に属している皆さんからも、やはりこういった取組が浸透してきているというとこ

ろで言っていただいておりまして、ただ一方で、やはり桜の時期の舟運というのも人気が高まっている

ところもありまして、船が非常に増えてきているということもありまして、また、区外の事業者の方も

桜の時期には船を航行したりするということもありますので、引き続きこういった活動を続けていくの

が大事かなと思っております。 

○西本委員 

 やはりコロナ禍が終わったということもあって、多分ここは人気だと思うのです。それで、目黒川も

かなりきれいにしようという動きがあるので、目黒区もきれいにするということで大分頑張っているの

ですよね。そう考えると、今ご説明があったように、これから増える可能性もあるなという思いがある

ので、ぜひ事故のないように、マナー重視ということで、これは本当に地道な活動なのですよね。毎回

毎回やって、それでしつこくしつこく言っていかなければいけないことだと思うのですけれども、安全

配慮という形で、これからも頑張っていただきたいなと思っております。決して事故がありましたとか、

そういう報告をいただくことがないようによろしくお願いいたします。 

○新妻委員長 
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 ほかにいかがでしょうか。 

○田中委員 

 今回８回目ということで、これまで地元の水辺関連団体の方々の協力もあって実施されてきており、

成果を上げているものだと思いますが、地元の方々はマナーをしっかり守った中で、特に桜の時期、桜

を楽しみながら水辺に親しむということでされていますが、要は区外から来られる方でマナーがなかな

か行き届いていないというケースがほとんどなのだろうと思います。 

 その区外の方が来る目的は、桜の下での水辺を楽しみたいということだと思いますので、今回は３

月３０日・３１日の２日間でありますが、桜なので、自然が相手ですので、早まったり遅まったりする

こともあり得ますので、航行の啓発活動としてはこの当日なのですが、その前後した、特に桜を求めて

マナーの悪い人が来る可能性もありますので、この２日間だけやってよしとせず、しっかり状況を把握

していただけるような取組をお願いしたいと思います。 

 それと、少し細かい話ではありますが、正式名称としての五反田船着場という名称がふさわしいのか

もしれませんが、せっかくああやってリバーステーションというようなすばらしい名前もつけて、より

親しんでもらうということもありますので、表記の問題でありますが、どちらを売りに出そうとされて

いるのか分かりませんが、より広く発信をするという意味でも、リバーステーションというような名前

に統一というか、すみません、これは私一個人の意見なので、ほかの方の意見もぜひ聞いていただきた

いのですが、こういう記載に関しても、より今後の水辺に親しむ事業に生かされるような視点からの資

料作成もぜひお願いしたいと思いますが、その辺も含め、いかがでしょうか。 

○北原河川下水道課長 

 まず、開催時期についてですが、桜の開花予想時期を見まして、それでこの時期に設定しているとい

うことになります。確かに桜が咲いている時期が長期間に及ぶので、そういった意味では、啓発の看板

とかああいったものはそれよりも長い期間、３月上旬から４月上旬ぐらいまで設置して、啓発に努めて

いるところです。ただ、委員からご指摘のありました状況の把握というところは今後も努めていく必要

があると思っておりますので、それ以外の期間の状況も周囲の事業者の方などに聞きながら、できる対

策をやっていきたいなと思っております。 

 五反田船着場とリバーステーションの名称につきましては、確かにご指摘の部分がございますので、

表記をきちんと、どういう場合、どうやって使うのだというのを決めて、より船着場が浸透していくよ

うに努めてまいりたいと思っております。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 ほかにご発言がないようですので、以上で本件および報告事項を終了いたします。 

                                              

２ その他 

 ⑴ 議会閉会中継続審査調査事項について 

○新妻委員長 

 次に、予定表２、その他を議題に供します。 

 初めに、⑴議会閉会中継続審査調査事項についてでございますが、お手元の申出書（案）のとおりで

よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 



－39－ 

○新妻委員長 

 ありがとうございます。それでは、この案のとおり申し出ます。 

                                              

 ⑵ 委員長報告について 

○新妻委員長 

 次に、⑵委員長報告についてでございます。 

 昨日の議案審査の結果報告については、正副委員長にご一任いただけますでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○新妻委員長 

 ありがとうございます。それでは、正副委員長でまとめさせていただきます。 

                                              

 ⑶ その他 

○新妻委員長 

 次に、⑶その他で何かございますか。 

○品川品川区清掃事務所長 

 それでは私から、粗大ごみインターネット申請増加に伴いまして、電話受付時間の変更についてご説

明いたします。それでは資料をご覧ください。 

 まず「１.目的」でございます。昨年の１０月より新粗大ごみシステムを導入しまして、インター

ネット申込みができる品目を増やしてございます。これに伴いまして、インターネット申込み件数や電

話の受電数等を勘案いたしまして、粗大ごみ受付センターの電話受付時間を変更したいと考えておりま

す。 

 「２.変更内容」になります。変更内容ですが、現在、朝８時から夜９時までの受付時間を、朝８時

から夜７時までに変更するものでございます。 

 理由でございます。２４時間インターネットは受付可能でございます。こういったところの拡大によ

り非常に利用率が向上しているところ、それから電話による受付時間は、１９時以降の受電数が非常に

少なくなっているところ、それから他区と照らしますと、１９時までで終了している区は２１区という

ことで、別紙をご覧いただけますでしょうか。上段の表になります。こちらは粗大ごみ受付センターの

時間帯別の受電数となってございます。黄色で囲っている部分が１９時から２１時までの受電数となっ

ておりまして、８時から１９時までの時間帯と比べますと、非常に低い件数となってございます。 

 下段の表をご覧いただけますでしょうか。こちらは電話の受付とインターネットの受付の件数を比較

したものでございます。新たにシステムを導入しました１０月以降は、インターネットの件数の割合

が７割を超えている状況になりまして、毎月毎月数字が現在伸びているというような状況になってござ

います。 

 それでは、資料、戻っていただきたいと思います。実施日でございますが、令和６年４月１日から実

施していきたいと考えております。 

 周知方法としましては、広報紙、ホームページ、Ｘ等で周知をしていく予定でございます。 

○新妻委員長 

 報告が終わりました。 

 本件に関しまして、ご確認等がございましたら、ご発言願います。 
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○のだて委員 

 インターネットでの申込み件数を増やしたということで、電話とネットではできる品目数がどれだけ

違うのかというのを伺いたいのと、やはり夜というのは恐らく仕事をしている方がよく利用されるのか

なと思うのですけれども、そうした方への影響というのですか、区の考えているところと、今後そうし

た方にどう対応していくのかというところを伺いたいと思います。 

○品川品川区清掃事務所長 

 電話と比較してというところですが、申し込む品目等については、電話とインターネットとほぼ変わ

りません。ただ、やはり持ち込むという内容をいろいろ聞かなければいけないものとか、そういうもの

はさすがに電話で対応しないといけないのですが、品目数としては、インターネットと電話の対応数は

ほぼ変わらないというような状況になります。 

 それから、夜の対応でございますが、これは我々の見込みとしてというところもあるのですけれども、

日中、高齢者の方等がいろいろ申し込んだりするような時間帯については、電話のほうを充実させてい

ただいて、夜間については、若い方というか、インターネットとスマホ等を活用できる方が利用者とし

ては多いのではないかということで、このような時間帯で十分ではないかということで判断しておりま

す。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

○西本委員 

 多分これは委託されているのですよね。委託の場合、多分少しはコスト削減になるのかなと思うので

すけれども、どれぐらい削減になったでしょうかということと、電話のメリットというのは、よく聞い

てくれるのですよ。こういうものです、ああいうものです、どうしたらいいでしょうという、よくして

いただけているのですね。それは日中聞けばいいということではあると思いますので、別に夜間やる必

要はないのかなという思いはありますが、ただ、昨日も申し上げましたけれども、やはりインターネッ

ト、分かりやすいように、できれば絵とか何かあるといいなと思うのですが、判断がつかないものを、

インターネットで判断がつきやすいものにしていただくと、さらに利便性が高まるかなと思っておりま

すので、いかがでしょうか。 

○品川品川区清掃事務所長 

 コストですけれども、人件費の部分になります。夜間ですので、多少人数が少ない時間帯であるとい

うことはありますが、おおむね２４０万円、年間で削減できると見込んでおります。 

 それから、インターネットのほうは、努力して、使いやすいようにやっていきたいと、このように考

えております。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 ほかにご発言がないようですので、以上で本件を終了いたします。 

 ほかにその他で何かございますか。 

○長尾建築課長 

 第１７号議案として上程されております品川区手数料条例の一部を改正する条例について、口頭にて

報告いたします。 

 この条例につきましては、昨日の区民委員会において審査され、可決されております。改正の主な内
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容が、戸籍法の改正に伴う各種証明書の交付手数料を規定することが中心でしたので、区民委員会に付

議されておりました。 

 この条例改正に合わせまして、建築課で所管する５つの手数料について、建築物省エネ法の法令名称

の変更を反映させる規定整備を行っております。 

 なお、この条例改正の施行期日は、令和６年４月１日となります。 

○新妻委員長 

 報告が終わりました。 

 本件に関しまして、ご確認等がございましたら、ご発言願います。 

 よろしいでしょうか。 

 ご発言がないようですので、以上で本件を終了いたします。 

 ほかにその他で何かございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新妻委員長 

 ないようですので、私から１点ご案内いたします。 

 去る２月２２日の委員長会において、議長より、来期の各常任委員会における所管事務調査の調査項

目を決定する上で参考となるよう、所管事務調査の現況報告を提出してほしい旨の依頼がありました。

本委員会におきましても、これまで取り組んでまいりました「住宅に関することについて」、「公園に

関することについて」および「水辺の活用について」の３項目について、これまで計３回にわたって調

査・研究を行ってまいりましたので、議長からの依頼のとおり、活動の現況を報告してまいりたいと考

えております。 

 こちらの文面につきましては、正副委員長にご一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○新妻委員長 

 ありがとうございます。では、そのように報告させていただきます。 

 議長に報告する文面につきましては、後日、皆様にもお配りさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

 以上でその他を終了いたします。 

 以上で本日の予定は全て終了いたしました。 

 これをもちまして建設委員会を閉会いたします。 

○午後２時０７分閉会 


